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女子美術大学学則 
（昭和 41年 4月 1日施行） 

第 1章 総則 

 （目的） 

第 1条 本学は、芸術に関する最高の理論及び技術を教授研究し、教養高く芸術的創造力の豊かな女性を育成するこ

とを目的とする。 

 （自己評価等） 

第 1条の 2 本学は、教育研究水準の向上を図り、本大学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の

状況について点検及び評価を行う。これについては、別に定める。 

  第 2章 組織 

 （学部、学科及び学生定員） 

第 2条 本学に、芸術学部を置く。 

２ 芸術学部に置く学科及び学生定員は、次のとおりとする。 

学   科 入学定員 編入定員 収容定員 

美 術 学 科 190名 14名 788名 

デ ザ イ ン ・ 工 芸 学 科  220名 16名 912名 

アート・デザイン表現学科 160名 10名 660名 

共創デザイン学科 60名 240名 

 （学科の目的） 

第 2条の 2 本学の設置する各学科における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、次のとおりとす

る。 

一 美術学科は、過去、現在、未来にわたる、広範な芸術的制作、芸術的理論の探求に基づき、芸術表現およびそ

の研究を練磨することを教育目標としている。平面表現、立体表現の制作技術の鍛錬、作品コンセプトの熟成、

芸術理論による表象的意味の理解を通して、社会に対する深い洞察に基づいた創造的活動を持続的に行える人材

の養成を目的としている。 

二 デザイン・工芸学科は、人と人とのコミュニケーション・人とモノの関わり・人と環境のあるべき姿の考察、

及び独創的な創作活動の実践を教育目標としている。幅広い視野・技術・感性を実体験を通して養い、柔軟な思

考に基づき時代に即応し活躍できる人材の養成を目的とする。 

三 アート・デザイン表現学科は、アートとデザインの領域を横断、融合して、クリエイティブな発想力と独創的

な表現力を培うことを教育目標としている。ヒューマニティーの視点からアートとデザインを捉え、時代の変化

に柔軟に対応できる深い知識と斬新な感性を持ち、コミュニケーション能力に長け、国際社会の幅広い分野で創

造的に活躍できる人材の養成を目的とする。 

四 共創デザイン学科は、デザインの基礎的・基本的な知識と能力を習得させ、デザインの理論や手法を活用し、

地域や産業の振興を図るための創造的な能力と実践的な姿勢を育成することを教育目標とする。伝達や用途など

の目的や機能を考え、デザインする能力を身に付け、顧客や消費者をはじめとする多様な立場の人々と協働し

て、商品やサービスの価値を共に創り上げることのできる能力を備えた人材の養成を目的とする。 

 （付属研究所、図書館及び美術館） 

第 3条 本学に、付属研究所、図書館及び美術館を置く。 

２ 付属研究所、図書館及び美術館に関する規則は別に定める。 

 （事務組織） 

第 4条 本学に、必要な事務組織を置く。 

  第 3章 職員組織 

（職員組織） 

第 5条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。 

２ 本学に、副学長を置くことができる。 

  第 4章 教授会 

 （教授会） 

第 6条 学部に、教授会を置く。 

 （教授会の構成） 

第 7条 教授会は、学長、専任の教授・准教授・助教をもって構成する。 

 （教授会の招集） 

第 8条 教授会の招集は、学長が行う。 

２ 教授会の議長は学部長とする。 

３ 議長に事故あるときは、当該招集者が予め指名した教授が議長となる。 

（審議事項） 

学
則
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第 9条 教授会は、次の事項を審議する。 

 一 教育課程に関すること。 

 二 主要年中行事及び日程に関すること。 

 三 授業科目修了の認定に関すること。 

 四 学生の指導及び賞罰に関すること。 

 五 入学試験に関すること。 

 六 入学、退学、休学、留学、転学及び卒業に関すること。 

 七 各種奨学生に関すること。 

 八 実習料等に関すること。 

 九 学則その他本学の制規に関すること。 

 十 教員の人事に関すること。 

 十一 その他本学に関する重要なこと。 

 （その他） 

第 10条 教授会に関する事項は、本章によるほか、芸術学部教授会内規の定めるところによる。 

 

   第 5章 学年、学期及び休業日 

 （学年） 

第 11条 学年は、4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

 （学期） 

第 12条 学年を、次の 2学期に分ける。 

  前 期   4月 1日から 9月 30日まで 

  後 期  10月 1日から翌年 3月 31日まで 

 （休業日） 

第 13条 休業日は、次のとおりとする。 

  日曜日 

  国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

  創立記念日（10月 30日） 

  春期休業 （ 4月 1日から 4月 15日まで） 

  夏期休業 （ 7月 11日から 9月 10日まで） 

  冬期休業 （12月 25日から翌年 1月 7日まで） 

２ 学長は、教授会の議を経て、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。 

 

   第 6章 修業年限及び在学年限 

 （修業年限） 

第 14条 本学の修業年限は 4年とする。 

 （在学年限） 

第 15条 学生は、8年を超えて在学することはできない。ただし、第 21条第 1項及び第 22条第 1項の規定により入

学した学生は、それぞれ第 2項により定められた在学すべき年数の 2倍に相当する年数を超えて在学することがで

きない。 

 

   第 7章 入学 

 （入学の時期） 

第 16条 入学の時期は、学年の始めとする。 

 （入学資格） 

第 17条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する女子とする。 

 一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

 二 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者 

 三 外国において学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者 

 四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した

者 

 五 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)

で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

 六 文部科学大臣の指定した者 

 七 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検

定に合格した者を含む。） 

 八 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18

歳に達したもの 
 （入学の出願） 
第 18条 本学への入学を志願する者は、入学願書に別表第 4に定める入学検定料及び別に定める書類を添えて願い

出なければならない。 
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 （入学者の選考） 

第 19条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 

 （入学手続及び入学許可） 

第 20条 前条の選考に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書、身元保証書その他所定の書類

を提出するとともに、別表第 4に定める入学料を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

 （編入学） 

第 21条 次の各号の一に該当する女子で、本学に編入学を志願する者があるときは、選考の上、3年次に入学を許可

する。 

 一 大学を卒業した者又は退学した者 

 二 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業した者 

 三 学校教育法施行規則附則第 7条に定める従前の規定による高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を

修了し、又は卒業した者 

 四 大学に 2年以上在学し、62単位以上修得した者 

 五 専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者（学校教育法第 90条に規定

する者に限る） 

 六 その他本学において、相当の年齢に達し前 5号に規定する者と同等以上の学力があると認められた者 

２ 前項の規定により入学を許可された者の、既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数につ

いては、教授会の議を経て、学長が決定する。 

 （再入学） 

第 22条 本学を退学した者で、本学に再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年

次に入学を許可することがある。 

２ 前条第 2項の規定は本条に適用する。 

 （転入学） 

第 22条の 2 本学に転入学を希望する女子があるときは欠員の状況等により、選考の上、相当年次に入学を許可する

ことができる。 

２ 第 21条第 2項の規定は、本条に適用する。 

３ 転入学に関して必要な事項は別に定める。 

 

   第 8章 教育課程及び履修方法等 

 （授業科目） 

第 23条 授業科目を分けて、学部共通科目、学科専門科目とする。 

２ 授業科目の種類、単位数等は別表第 1のとおりとする。 

 （教職に関する科目） 

第 24条 前条に定めるもののほか、教職に関する科目を置く。 

２ 授業科目の種類、単位数等は別表第 2のとおりとする。 

 （博物館に関する科目） 

第 25条 第 23条に定めるもののほか、博物館に関する科目を置く。 

２ 授業科目の種類、単位数等は別表第 3のとおりとする。 

 （授業の方法） 

第 25条の 2 本学における授業の方法は、講義、演習、実習又は実技とする。 

２ 前項の授業は、メディアを利用して行うことがある。 

 （単位の計算方法） 

第 26条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を 45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準

とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算

するものとする。 

 一 講義を中心とする授業については、15時間に相当する授業時間をもって 1単位とする。 

 二 演習を中心とする授業については、15時間から 30時間に相当する授業時間をもって 1単位とする。 

 三 実験、実習及び実技を中心とする授業については、30時間から 45時間に相当する授業時間をもって 1単位と

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらに必要な学修等を考

慮して、単位数を定めることができる。 

 （1年間の授業期間） 

第 27条 1年間の授業期間は、定期試験等を含めて原則として 35週とする。 

 （各授業科目の授業期間） 

第 28条 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行う。ただし、必要と認められる場合は、この期間

より短い特定の期間において授業を行うことができる。 

 （単位の授与） 

第 29条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、第 26条第 2項の授業科目

については、大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。 
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 （学習の評価） 

第 30条 試験等の評価は、S・A・B・C・Dをもって表わし、C以上を合格とする。 

 （他学科の授業科目の履修） 

第 30条の 2 学生が他学科の授業科目を履修することが教育上有益と認めるときは、許可を得て当該科目を履修する

ことができる。 

 （他大学等における授業科目の履修等） 

第 30条の 3 本学が教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において修得した単位を、60単位を

超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合にも準用する。 

３ 第 1項に定める単位認定に関して必要な事項は別に定める。 

 （大学以外の教育施設等における学修） 

第 30条の 4 本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他

文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与え

ることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、第 30条の 3第 1項により本学において修得したものとみなす単位数

と合わせて 60単位を超えないものとする。 

３ 第 2項に定める単位認定に関して必要な事項は別に定める。 

 （入学前の既修得単位の認定） 

第 30条の 5 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業

科目の修得単位（科目等履修生として修得した単位を含む）を本学に入学した後の授業科目の履修により修得した

ものとみなし、単位を与えることができる。ただし、この認定に関連して修業年限の短縮は行わない。 

２ 学生が入学する前に行った第 30条の 4第 1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位

を与えることができる。 

３ 前 2項による認定単位数は編入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第 30条の 3

第 1項、第 2項及び第 30条の 4の本学で修得したものとみなす単位数と合わせて 60単位を超えないものとする。 

４ 第 1項、第 2項に定める単位認定に関して必要な事項は別に定める。 

 

   第 9章 休学、留学、退学及び転学 

 （休学） 

第 31条 疾病その他特別の理由により 6ヵ月以上修学することのできない者は、学長の許可を得て休学することが

できる。 

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。 

 （休学期間） 

第 32条 休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学の延長を認めるこ

とができる。 

２ 休学は通算して 4年を超えることができない。 

３ 休学期間は、第 15条の在学期間には算入しない。 

 （復学） 

第 33条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。ただし、復学の時期

は学期の始めとする。 

 （留学） 

第 33条の 2 外国の大学又は短期大学に留学を志願する者は、学長に願い出て許可を得なければならない。 

２ 留学した期間は第 15条の在学期間に算入し、第 30条の 3第 2項を適用する。ただし、休学して外国で学修する

場合を除くものとする。 

３ 留学に関して必要な事項は別に定める。 

 （転学） 

第 34条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

 （転学科） 

第 34条の 2 本学の学生で、本学の他学科に転学科を希望する者については、教育研究に支障のない場合に限り、選

考の上、これを許可することができる。 

２ 転学科に関する事項は別に定める。 

 （退学） 

第 35条 退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 

 （措置による退学） 

第 36条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が退学の措置を講ずる。 

 一 第 15条に定める在学年限を超えた者 

 二 第 32条第 2項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 

 三 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

 四 長期間にわたり行方不明の者 
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   第 10 章 卒業及び学士の学位等 

 （卒業の要件） 

第 37条 本学を卒業するためには、大学に 4年以上在学し、所定の学部共通科目、学科専門科目から各学科の定め

る必修科目、選択科目を含め、合計 124単位以上を修得しなければならない。 

 （卒業の認定） 

第 38条 本学に 4年（第 21条第 1項及び第 22条第 1項の規定により入学した者については、それぞれ第 2項によ

り定められた在学すべき年数）以上在学し、本学則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授会

の議を経て、学長が卒業を認定する。 

第 38条の 2 前条の規定にかかわらず、本学に修業年限以上在学し、卒業に必要な要件を満たす者のうち、引き続き

本学に在学して学修の継続を希望する者については、第 12条に規定する学期を単位として、在学期間の延長を許

可することができる。 

２ 在学期間の延長について必要な事項は別に定める。 

 （学士の学位授与） 

第 39条 卒業を認定された者に対し、学士（芸術）の学位を授与する。 

２ 学位に関する規則は別に定める。 

 （資格の種類） 

第 40条 本学において取得することのできる資格及び免許状の種類は次のとおりとする。 

(1)教育職員免許状 

                       免許状の種類 

学   科 

高等学校教諭 

1種免許状 

中学校教諭 

1種免許状 

美 術 学 科 美 術 美 術 

デ ザ イ ン ・ 工 芸 学 科 美 術・工 芸 美 術 

アート・デザイン表現学科 美 術 美 術 

(2)学芸員資格 

美術学科、デザイン･工芸学科、アート･デザイン表現学科 

第 41条 高等学校及び中学校の教員免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規則に規定する

科目及び単位数を取得しなければならない。 

 （学芸員資格の取得） 

第 42条 博物館学芸員の資格を取得しようとする者は、博物館法及び同法施行規則に規定する科目及び単位数を取

得しなければならない。 

 

   第 11 章 賞罰 

 （表彰） 

第 43条 学生として表彰に価する行為があった者は、教授会の議を経て、学長が表彰する。 

 （懲戒） 

第 44条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て、学長が懲戒す

る。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

 一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

 二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

 三 正当な理由がなくて出席常でない者 

 四 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

 

   第 12 章 研究員、研修員、研究生、科目等履修生、特別聴講学生、委託生及び外国人留学生 

 （研究員、研修員） 

第 45条 本学において特定の専門事項について研究又は研修を希望する者があるときは、本学の教育研究に支障の

ない場合に限り、教授会の議を経て研究員又は研修員として受入れることがある。 

２ 研究員及び研修員について必要な事項は別に定める。 

 （研究生） 

第 46条 本学において特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、当該学科の教育研究に支

障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生について必要な事項は別に定める。 

 （科目等履修生） 

第 47条 本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、本学の教育に支障のない限りにおいて、選考の上、科

目等履修生として履修を許可する。 

２ 科目等履修生には、本学則第 29条及び第 30条の規定を準用して単位を与えることができる。 

３ 科目等履修生について必要な事項は別に定める。 

 （特別聴講学生） 
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第 47条の 2 他の大学又は短期大学の学生で、本学において授業科目を履修することを希望する者があるときは、当

該他大学又は短期大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することがある。 

２ その他特別聴講学生に関する規則は別に定める。 

 （委託生） 

第 47条の 3 他の機関又は団体から派遣され、本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるとき

は、本学の教育に支障のない場合に限り、選考の上、委託生として許可する。 

２ 委託生について必要な事項は別に定める。 

 （外国人留学生） 

第 47条の 4 外国人で、本学において教育を受ける目的をもって入国し、本学入学を志願する者があるときは、選考

の上、外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生について必要な事項は別に定める。 

 

   第 13 章 検定料、入学料、授業料その他の費用 

 （検定料等の額） 

第 48条 本学の検定料、入学料、授業料等の金額は別表第 4に定めるとおりとする。 

 （授業料等の納付） 

第 49条 授業料、実習料、施設設備料、維持費は、年額の 2分の 1ずつを 2期に分けて納付するものとする。ただ

し、前期分納付時に、後期分も併せて納付することができる。 

前期納期   4月 10日 

後期納期  10月 5日 

２ 第 1項以外の費用は、全額を 4月 10日までに納付するものとする。 

３ 特別の事情のあると認められる者は、延納を認めることがある。 

 （転学、退学等の場合の授業料等） 

第 50条 転学、退学した者については、在籍していた期までの授業料等を徴収する。ただし、第 36条第三号又は第

四号により退学の措置を講じられた者については、この限りではない。 

２ 停学期間中の授業料等は徴収する。 

 （休学の場合の在籍料） 

第 51条 休学を許可され又は命ぜられた者については、在籍料として授業料相当額の 4分の 1を徴収する。 

２ 在籍料の減免措置については、別に定める。 

 （研究生、科目等履修生の授業料等） 

第 52条 研究生及び科目等履修生の授業料等については、別表第 4に定める。 

 （納付した授業料等） 

第 53条 納付した検定料、入学料及び授業料等は、原則として返還しない。 

 

   第 14 章 厚生施設 

 （保健センター） 

第 54条 本学に保健センターを置く。 

２ 保健センターに関する規則は別に定める。 

 

   第 15 章 公開講座 

 （公開講座） 

第 55条 本学は社会人の生涯学習に寄与し、文化の向上に資するため、公開講座等を開設することができる。 

 

   付 則 

  この学則は、昭和 41年 4月 1日から施行する。 

   付 則 

  この学則は、昭和 46年 4月 1日から施行する。 

   付 則 

１ この学則は、昭和 52年 4月 1日から施行する。 

２ この学則の第 30条は、昭和 52年度 1年次入学生より適用する。 

   付 則 

１ この学則は、昭和 53年 4月 1日から施行する。 

２ この学則第 48条は、昭和 53年度入学生より適用する。 

   付 則 

１ この学則は、昭和 54年 4月 1日から施行する。 

２ この学則第 48条は、昭和 54年度入学生より適用する。 

   付 則 

１ この学則は、昭和 55年 4月 1日から施行する。 

２ この学則第 48条は、昭和 55年度入学生より適用する。 

   付 則 
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１ この学則は、昭和 56年 4月 1日から施行する。 

２ この学則第 48条は、昭和 56年度入学生より適用する。 

   付 則 

１ この学則は、昭和 57年 4月 1日から施行する。 

２ この学則第 48条は、昭和 57年度入学生より適用する。 

   付 則 

１ この学則は、昭和 50年 4月 1日から施行する。 

２ この学則第 48条は、昭和 57年度入学生より適用する。 

   付 則 

１ この学則は、昭和 59年 4月 1日から施行する。 

２ この学則第 48条は、昭和 57年度入学生より適用する。 

   付 則 

１ この学則は、昭和 60年 4月 1日から施行する。 

２ この学則第 48条は、昭和 57年度入学生より適用する。 

   付 則 

１ この学則は、昭和 61年 4月 1日から施行する。 

２ この学則第 48条は、昭和 57年度入学生より適用する。 

   付 則 

１ この学則は、昭和 62年 4月 1日から施行する。 

２ この学則第 48条は、昭和 57年度入学生より適用する。 

   付 則 

１ この学則は、昭和 63年 4月 1日から施行する。 

２ この学則第 48条は、昭和 57年度入学生より適用する。 

   付 則 

１ この学則は、昭和 63年 4月 1日から施行する。 

２ この学則第 23条別表第一は、昭和 63年度入学生より適用する。 

３ この学則第 48条は、昭和 57年度入学生より適用する。 

   付 則 

１ この学則は、平成元年 4月 1日から施行する。 

２ この学則第 48条は、昭和 57年度入学生より適用する。 

   付 則 

１ この学則は、平成 2年 4月 1日から施行する。 

２ この学則第 48条は、昭和 57年度入学生より適用する。 

   付 則 

  この学則は、平成 3年 4月 1日から施行する。 

   付 則 

  この学則は、平成 3年 7月 1日から施行する。 

   付 則 

  この学則は、平成 4年 4月 1日から施行する。 

   付 則 

  この学則は、平成 4年 10月 1日から施行する。 

   付 則 

  この学則は、平成 5年 4月 1日から施行する。 

   付 則 

  この学則は、平成 5年 5月 1日から施行する。 

   付 則 

  この学則は、平成 6年 4月 1日から施行する。 

   付 則 

  この学則は、平成 7年 4月 1日から施行する。なお、平成 6年度以前に入学した学生には、学則第 48条を除き

従前の学則を適用する。 

   付 則 

 この学則は、平成 8年 4月 1日から施行する。なお、平成 7年度以前に入学した学生には、学則第 48条及び第

50条を除き従前の学則を適用する。 

   付 則 

  この学則は、平成 9年 4月 1日から施行する。なお、平成 8年度以前に入学した学生には、学則第 48条及び別

表第三を除き従前の学則を適用する。 

   付 則 

  この学則は、平成 11年 4月 1日から施行する。なお、平成 10年度以前に入学した学生には、学則第 4条及び第

48条を除き従前の学則を適用する。 

   付 則 
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  この学則は、平成 12年 4月 1日から施行する。なお、平成 11年度以前に入学した学生には、学則第 48条及び

別表第四を除き従前の学則を適用する。 

   付 則 

１ この学則は、平成 13年 4月 1日から施行する。なお、平成 12年度以前に入学した学生には、学則第 48条及び

別表第四を除き従前の学則を適用する。 

２ この学則第 2条第 2項にかかわらず、平成 13年度から平成 15年度の学生定員は次のとおりとする。 

 

   平成 13年度 

第 1年次 

学      科 入学定員 編入定員 収容定員 

絵画学科 
洋画専攻  90名   90名 

日本画専攻  36名     36名 

工芸学科  50名   50名 

立体アート学科  30名   30名 

デザイン学科 145名  145名 

メディアアート学科 100名  100名 

ファッション造形学科  50名   50名 

芸術学科  40名   40名 

  

第 2年次、第 3年次、第 4年次 

学      科 入学定員 収容定員 

絵画学科 
洋画専攻  300名 

日本画専攻  120名 

デザイン学科 
造形計画専攻  240名 

環境計画専攻  240名 

工芸科  150名 

芸術学科  150名 
 

平成 14年度 

第 1年次、第 2年次 

学      科 入学定員 編入定員 収容定員 

絵画学科 
洋画専攻  90名  180名 

日本画専攻  36名   72名 

工芸学科  50名  100名 

立体アート学科  30名   60名 

デザイン学科 145名  290名 

メディアアート学科 100名  200名 

ファッション造形学科  50名  100名 

芸術学科  40名   80名 

  

第 3年次、第 4年次 

学      科 入学定員 収容定員 

絵画学科 
洋画専攻  200名 

日 本 画 専 攻   80名 

デザイン学科 
造形計画専攻  160名 

環境計画専攻  160名 

工芸科  100名 

芸術学科  100名 
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平成 15年度 

第 1年次、第 2年次、第 3年次 

学      科 入学定員 編入定員 収容定員 

絵画学科 
洋画専攻  90名  270名 

日本画専攻  36名  108名 

工芸学科   150名 

立体アート学科    5名  95名 

デザイン学科   435名 

メディアアート学科   10名 310名 

ファッション造形学科    5名 155名 

芸術学科   120名 

   

第 4年次 

学      科 入学定員 収容定員 

絵画学科 
洋画専攻  200名 

日本画専攻   80名 

デザイン学科 
造形計画専攻  160名 

環境計画専攻  160名 

工芸科  100名 

芸術学科  100名 

 

３ 第 23条に規程する専門科目の内、「コンピュータアート演習」（2単位）は、デザイン科環境計画専攻及び工芸

科の平成 12年度入学生にも適用する。 

   付 則 

１ この学則は、平成 14年 4月 1日から施行する。なお、平成 13年度以前に入学した学生には、学則第 30条及

び第 48条を除き従前の学則を適用する。 

２ この学則第 2条第 2項にかかわらず、平成 14年度の学生定員は次のとおりとする。 

 

  平成 14年度 

第 1年次、第 2年次 

学         科 入学定員 編入定員 収容定員 

絵画学科 
洋画専攻  90名  180名 

日本画専攻  36名   72名 

工芸学科  50名  100名 

立体アート学科  30名   60名 

デザイン学科 145名  290名 

メディアアート学科 100名  200名 

ファッション造形学科  50名  100名 

芸術学科  40名   80名 

 

第 3年次、第 4年次 

学      科 入学定員 収容定員 

絵画学科 
洋画専攻  200名 

日本画専攻   80名 

デザイン学科 
造形計画専攻  160名 

環境計画専攻  160名 

工芸科  100名 

芸術学科  100名 

 

   付 則 

１ この学則は、平成 15年 4月 1日から施行する。なお、平成 14年度以前に入学した学生には、学則第 48条及び

別表第 4を除き従前の学則を適用する。 
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２ この学則第 2条第 2項にかかわらず、平成 15年度の学生定員は次のとおりとする。 

 

  平成 15年度 

   第 1年次、第 2年次、第 3年次 

学         科 入学定員 編入定員 収容定員 

絵画学科 
洋画専攻  90名  15名 285名 

日本画専攻  36名   3名 111名 

工芸学科  50名   5名 155名 

立体アート学科  30名   5名  95名 

デザイン学科 145名  20名 455名 

メディアアート学科 100名  10名 310名 

ファッション造形学科  50名   5名 155名 

芸術学科  40名   5名 125名 

 

第 4年次 

学        科 入学定員 収容定員 

絵画科 
洋画専攻  100名 

日本画専攻   40名 

デザイン科 
造形計画専攻   80名 

環境計画専攻   80名 

工芸科    50名 

芸術学科    50名 

 

３ 第 34条の 2は、平成 13年度入学生にも適用する。 

４ 第 40条第 2項は、平成 14年度入学生にも適用する。 

   付 則 

１ この学則は、平成 16年 3月 1日から施行する。 

２ 再入学を志願する者は、学則第 22条の規定にかかわらず、改正前の除籍された者を含むものとする。 

   付 則 

１ この学則は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

２ 平成 16年 3月 31日現在在籍する者については、従前の学則を適用する。 

  付 則 

１ この学則は、平成 17年 4月 1日から施行する。 

２ 平成 17年 3月 31日現在在籍する者については、従前の学則を適用する。 

   付 則 

１ この学則は、平成 18年 4月 1日から施行する。 

２ 平成 18年 3月 31日現在在籍する者については、従前の学則を適用する。 

   付 則 

１ この学則は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

２ 平成 19年 3月 31日現在在籍する者については、学則第 30条の 2を除き従前の学則を適用する。 

   付 則 

１ この学則は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

２ 平成 20年 3月 31日現在在籍する者については、従前の学則を適用する。 

   付 則 

１ この学則は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

２ 平成 21年 3月 31日現在在籍する者については、従前の学則を適用する。 

  付 則 

１ この学則は、平成 22年 4月 1日から施行する。なお、平成 21年度以前に入学した学生には、学則第 48条を除

き従前の学則を適用する。 

２ この学則第 2条第 2項にかかわらず、平成 22年度から平成 24年度の学生定員は次のとおりとする。 
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平成 22年度 

第 1年次                                             第 2年次、第 3年次、第 4年次 

学    科 
入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 
 学    科 

入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 

美術学科 200名  200名  
絵画学科 

洋画専攻  15名 300名 

デザイン・工芸学科 230名  230名  日本画専攻  3名 114名 

アート・デザイン表現学科 160名  160名  工芸学科  5名 160名 

立体アート学科  5名 100名 

デザイン学科  20名 475名 

 メディアアート学科  10名 320名 

 ファッション造形学科  5名 160名 

 芸術学科  5名 130名 

平成 23年度 

第 1年次、第 2年次                                   第 3年次、第 4年次 

学    科 
入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 
 学    科 

入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 

美術学科 200名  400名  
絵画学科 

洋画専攻  15名 210名 

デザイン・工芸学科 230名  460名  日本画専攻  3名 78名 

アート・デザイン表現学科 160名  320名  工芸学科  5名 110名 

立体アート学科  5名 70名 

デザイン学科  20名 330名 

メディアアート学科  10名 220名 

ファッション造形学科  5名 110名 

芸術学科  5名 90名 

平成 24年度 

第 1年次、第 2年次、第 3年次                         第 4年次 

学    科 
入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 
 学    科 

入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 

美術学科 200名 14名 614名  
絵画学科 

洋画専攻   105名 

デザイン・工芸学科 230名 16名 706名  日本画専攻   39名 

アート・デザイン表現学科 160名 10名 490名  工芸学科   55名 

立体アート学科   35名 

デザイン学科   165名 

メディアアート学科   110名 

ファッション造形学科   55名 

芸術学科   45名 

   付 則 

  この学則は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

付 則 

  この学則は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

   付 則 

  この学則は、平成 27年 7月 23日から施行する。 

   付 則 

  この学則は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

付 則 

１ この学則は平成 29 年 4 月 1 日から施行する。なお、平成 28 年度以前に入学した学生には、学則第 48 条を除き

従前の学則を適用する。 

２ この学則第 2条第 2項にかかわらず、平成 29年度から平成 31年度の学生定員は次のとおりとする。 

 

平成 29年度 

第 1年次                                            第 2年次、第 3年次、第 4年次 

学    科 
入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 
 学    科 

入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 

美術学科 190名  190名  美術学科  14名 628名 

デザイン・工芸学科 220名  220名  デザイン・工芸学科  16名 722名 

アート・デザイン表現学科 160名  160名  アート・デザイン表現学科  10名 500名 
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平成 30年度 

第 1年次、第 2年次                                   第 3年次、第 4年次 

学    科 
入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 
 学    科 

入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 

美術学科 190名  380名  美術学科  14名 428名 

デザイン・工芸学科 220名  440名  デザイン・工芸学科  16名 492名 

アート・デザイン表現学科 160名  320名  アート・デザイン表現学科  10名 340名 

 

平成 31年度 

第 1年次、第 2年次、第 3年次                         第 4年次 

学    科 
入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 
 学    科 

入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 

美術学科 190名 14名 584名  美術学科   214名 

デザイン・工芸学科 220名 16名 676名  デザイン・工芸学科   246名 

アート・デザイン表現学科 160名 10名 490名  アート・デザイン表現学科   170名 

 

     付 則 

   この学則は、平成 30年 2月 1日から施行する。 

付 則 

１ この学則は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

２ 平成 31年 3月 31日現在在籍する者については、従前の学則を適用する。 

付 則 

１ この学則は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

付 則 

１ この学則は令和 5年 4月 1日から施行する。なお、令和 4年度以前に入学した学生には、従前の学則を適用す

る。 

２ この学則第 2条第 2項にかかわらず、令和 5年度から令和 7年度の学生定員は次のとおりとする。 

 

令和 5年度 

学    科 
入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 

美術学科 190名 14名 788名 

デザイン・工芸学科 220名 16名 912名 

アート・デザイン表現学科 160名 10名 660名 

共創デザイン学科 60名  60名 

 

令和 6年度 

学    科 
入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 

美術学科 190名 14名 788名 

デザイン・工芸学科 220名 16名 912名 

アート・デザイン表現学科 160名 10名 660名 

共創デザイン学科 60名  120名 

 

令和 7年度 

学    科 
入学 

定員 

編入 

定員 

収容 

定員 

美術学科 190名 14名 788名 

デザイン・工芸学科 220名 16名 912名 

アート・デザイン表現学科 160名 10名 660名 

共創デザイン学科 60名  180名 
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別　表　第　１

（１）学部共通科目

必修 選択

女子美基礎講座 2

女子美の教養 2

ジェンダーとアート研究 2

歴史の中の女性 2

女性と法 2

ジェンダ―論 2

ジェンダーとアート概論 2

情報とアート 2

人権・ダイバーシティとアート 2

哲学 2

歴史学 2

文学 2

文化人類学 2

思想史 2

コミュニケーション論 2

比較文化論 2

異文化理解 2

言語学 2

伝統文化論 2

法学（日本国憲法） 2

社会福祉学 2

国際関係論 2

経済学 2

観光学 2

教育原論 2

アートと法入門 2

芸術文化政策論 2

日本語A　 1

日本語Ｂ 1

環境とアート 2

身体とアート 2

数理科学 2

生命科学 2

心理学 2

教育心理学 2

青年心理学 2

環境論 2

スポーツ演習A 1

スポーツ演習B 1

健康科学A 1

健康科学B 1

精神保健 2

行動心理学 2

身体機能論 2

科目
区分

授  業  科  目
単位数

備　　　考

学
　
部
　
共
　
通
　
科
　
目

１．学部共通科目については、３０単位以上を修得
　　すること。女子美基礎講座、女子美の教養を
　　必修とする。

２．「グローバルな多様性社会に必要な知識を身
　　につける」については、６単位以上修得する
　　こと。

　(1)日本語A、Bは外国人留学生のみ履修でき、
　　 且つ必修とする。

３．「美大生としての基礎力・創造力を養う」
　　については、１０単位以上を修得すること。

４．「アートを社会と生活に生かす」については、
　　２単位以上を修得すること。

５．「語学力を高めて世界で活躍する」について
　　は、４単位以上修得し、以下の科目より２単位
　　以上修得すること。

　　Joshibi Foundation English
　　Joshibi Global English
　　Joshibi Art English
　　English Conversation
　　English in Film and the Performing Arts

６．教員免許状を取得する者は、教育原論、
　　教育心理学、法学（日本国憲法）、健康科学
　　を必修とする。

７．学芸員資格を取得する者は、博物館概論、
　　生涯学習概論、博物館展示論、博物館教育論を
　　必修とする。

グ
ロ
ー

バ
ル
な
多
様
性
社
会
に
必
要
な
知
識
を
身
に
つ
け
る

ジ
ェ

ン
ダ
ー

研
究

国
際
社
会
と
日
本
・
文
化

自
然
環
境
と
人
間
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必修 選択

科目
区分

授  業  科  目
単位数

備　　　考

音楽とアート 2

古美術研究 2

西洋美術史概説 2

西洋美術史特論A 2

西洋美術史特論B 2

西洋美術史特論C 2

日本美術史概説 2

日本美術史特論A 2

日本美術史特論B 2

日本美術史特論C 2

東洋美術史概説 2

東洋美術史特論A 2

東洋美術史特論B 2

美学 2

現代美学 2

芸術学A 2

芸術学Ｂ 2

芸術学Ｃ 2

現代美術論 2

デザイン史A 2

デザイン史Ｂ 2

印刷概論 2

美術解剖学A 2

美術解剖学Ｂ 2

図学A 2

図学Ｂ 2

書道A 1

書道Ｂ 1

文化遺産学 2

写真史 2

色彩学A 2

色彩学Ｂ 2

造形心理学 2

プロジェクト・スタディーズ 2

アーティスト・イン・レジデンス 2

国際芸術プログラム 2

地域共創学 2

アーティスト・イン・レジデンス概論 2

カラーコーディネート基礎 2

表現と癒しの営み 2

子ども発達論 2

インテリアデザイン史 2

学
　
部
　
共
　
通
　
科
　
目

美
大
生
と
し
て
の
基
礎
力
・
創
造
力
を
養
う

芸
　
術

ア
ー

ト
を
社
会
と
生
活
に
生
か
す

実
践
す
る
ア
ー

ト
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必修 選択

科目
区分

授  業  科  目
単位数

備　　　考

インターンシップ１ 1

インターンシップ２ 2

インターンシップ３ 3

インターンシップ４ 4

博物館概論 2

キャリア形成A 2

キャリア形成Ｂ 2

キャリア形成Ｃ 2

キャリア形成Ｄ 2

情報メディア基礎演習 2

Joshibi Foundation English　A 1

Joshibi Foundation English　B 1

Joshibi Art English A 1

Joshibi Art English B 1

English in Film and the Performing Arts A 1

English in Film and the Performing Arts B 1

Joshibi Global English　A 1

Joshibi Global English　B 1

English Conversation A 1

English Conversation B 1

フランス語ⅠA 1

フランス語ⅠB 1

イタリア語ⅠA 1

イタリア語ⅠB 1

ドイツ語ⅠA 1

ドイツ語ⅠB 1

中国語ⅠA 1

中国語ⅠB 1

フランス語ⅡA 1

フランス語ⅡB 1

イタリア語ⅡA 1

イタリア語ⅡB 1

ドイツ語ⅡA 1

ドイツ語ⅡB 1

中国語ⅡA 1

中国語ⅡB 1

学
　
部
　
共
　
通
　
科
　
目

ア
ー

ト
を
社
会
と
生
活
に
生
か
す

キ
ャ

リ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー

語
学
力
を
高
め
世
界
で
活
躍
す
る

語
学
力
を
高
め
る
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（２）学科専門科目

アート・プラクティスⅠ 2
アート・プラクティスⅡ 2
アート・アクティヴィティＡ 2
アート・アクティヴィティＢ 2
色彩文化概論 2
配色調和論 2
視覚心理学 2
カラーキャリアⅠ 2
カラーキャリアⅡ 2
技法史 2
文化資源学 2
ヴィジュアルスタディーズＡ 2
ヴィジュアルスタディーズＢ 2
デザイン批評Ａ 2
デザイン批評Ｂ 2
芸術人類学 2
芸術民俗学 2
芸術政策と法 2
創作活動と法 2
美術選択実技Ａ（油彩画） 2
美術選択実技Ａ（ﾘﾄｸﾞﾗﾌ） 2
美術選択実技Ａ（日本画） 2
美術選択実技Ａ（彫塑） 2
美術選択実技Ａ（立体） 2
美術選択演習Ａ（素描/描写） 2
美術選択演習Ａ（パネル作製） 1
美術選択演習Ａ（紙） 1
美術選択演習Ａ（日本画） 2
美術選択演習Ａ（金工/ｼﾞｭｴﾘｰ） 2
美術選択演習Ａ（繊維/ﾌｪﾙﾄ） 2
美術選択演習Ａ（ＣＧ） 2
美術選択演習Ａ（写真） 2
美術選択演習Ａ（ﾒﾃﾞｨｱ） 2
絵画素材論Ａ 1
美術選択実技Ｂ（油彩画） 2
美術選択実技Ｂ（古典技法） 2
美術選択実技Ｂ（銅版画） 2
美術選択実技Ｂ（日本画） 2
美術選択実技Ｂ（彫塑） 2
美術選択実技Ｂ（立体） 2
美術選択演習Ｂ（素描/描写） 2
美術選択演習Ｂ（パネル作製） 1
美術選択演習Ｂ（紙） 1
美術選択演習Ｂ（日本画） 2
美術選択演習Ｂ（金工/ｼﾞｭｴﾘｰ） 2
美術選択演習Ｂ（繊維/ﾌｪﾙﾄ） 2
美術選択演習Ｂ（写真） 2
美術選択演習Ｂ（ﾒﾃﾞｨｱ） 2
美術選択演習Ｂ（製本） 2
美術選択演習Ｂ（3D･CG初級） 1
美術選択演習Ｂ（3D･CG中級） 1
絵画素材論Ｂ 1
石彫 1
芸術文化オープンゼミⅠ 2
芸術文化オープンゼミⅡ 4 芸術文化専攻は必修とする。

美術教育論Ａ 2 美術教育専攻は必修とする。

美術教育論Ｂ 2
芸術文化オープンゼミⅢ 4

美
　
　
　
術
　
　
　
学
　
　
　
科

学
　
　
科
　
　
共
　
　
通
　
　
科
　
　
目

必修選択
科目
区分

授　業　科　目
単位数

備　　　　考

洋画専攻、日本画専攻、立体アート専攻、

美術教育専攻は6単位必修とする。

芸術文化専攻

は何れか2単

位必修とする。

芸術文化専攻

は何れか2単

位必修とする。

芸術文化専攻

は何れか2単

位必修とする。

芸術文化専攻

は何れか2単

位必修とする。

卒業のためには、学科専門科目に

ついて９４単位以上修得すること。
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必修選択
科目
区分

授　業　科　目
単位数

備　　　　考

絵画ⅠＡ 6
絵画ⅠＢ 5
基礎構成演習 2
デッサンⅠ 2 美術教育専攻は必修とする。

日本画基礎ⅠＡ 7
日本画基礎ⅠＢ 5
彫塑基礎Ⅰ 7
素材演習 3
絵画 2
彫塑概論 2
造形表現基礎ⅠＡａ 3
造形表現基礎ⅠＡｂ 1
造形表現基礎ⅠＡｃ 1 美術教育専攻は必修とする。

造形表現基礎ⅠＢ 2
デザイン・工芸選択実技Ｂ 2
芸術文化基礎ⅠＡ 2
芸術文化基礎ⅠＢ 2
芸術文化基礎ⅠＣ 2
グローバルコミュニケーションⅠ 2 芸術文化専攻は必修とする。

海外芸術研修ⅠＡ 2
海外芸術研修ⅠＢ 2
日本文化研修Ａ 2
デザイン・工芸論Ａ 2
デザイン・工芸論Ｂ 2
絵画ⅡＡ 4
絵画ⅡＢ 8
版画Ⅰ 10
版画表現演習Ⅰ 2
デッサンⅡ 2 洋画専攻、美術教育専攻は必修とする。

日本画基礎ⅡＡ 7
日本画基礎ⅡＢ 7
彫塑基礎Ⅱ 2
素材実習 5
立体基礎 3 立体アート専攻は必修とする。

工芸 2
造形表現基礎ⅡＡａ 4
造形表現基礎ⅡＡｂ 1
造形表現基礎ⅡＡｃ 1
造形表現基礎ⅡＢ 2
美術教育演習Ａ 2
美術科教育内容指導論Ａ 2
芸術文化基礎ⅡＡ 2
芸術文化基礎ⅡＢ 2
芸術文化基礎ⅡＣ 2
グローバルコミュニケーションⅡ 2
海外芸術研修ⅡＡ 2
海外芸術研修ⅡＢ 6
日本文化研修Ｂ 2
芸術文化ゼミⅠ 2
印刷概論 2
工芸史Ａ（染織） 2
工芸史Ｂ（陶ガラス） 2

美術教育専攻は必修とする。

芸術文化専攻は必修とする。

美
　
　
　
術
　
　
　
学
　
　
　
科

専
　
　
攻
　
　
・
　
　
領
　
　
域
　
　
専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

１２単位

１２単位

日本画専攻は必修とする。

洋画専攻は必修とする。

日本画専攻は必修とする。

立体アート専攻は必修とする。

芸術文化専攻は以下の科目より何れか2単位必修とする。

ﾃﾞｻﾞｲﾝ工芸論Ａ、ﾃﾞｻﾞｲﾝ工芸論Ｂ、印刷概論、工芸史Ａ、工芸史

洋画専攻は何れか１２単位必修とする。

美術教育専攻は何れか２単位必修とする。

芸術文化専攻は以下の科目より何れか2単位必修とする。

ﾃﾞｻﾞｲﾝ工芸論Ａ、ﾃﾞｻﾞｲﾝ工芸論Ｂ、印刷概論、工芸史Ａ、工芸史
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必修選択
科目
区分

授　業　科　目
単位数

備　　　　考

絵画ⅢＡ 8
絵画ⅢＢ 7
版画Ⅱ 11
素材実験Ⅰ 2
版画表現演習Ⅱ 2
日本画研究ⅠＡ 8
日本画研究ⅠＢ 8
造形表現演習 2 立体アート専攻は必修とする。

塑造ⅠＡ 7
塑造ⅠＢ 7
紙ⅠＡ 7
紙ⅠＢ 7
木ⅠＡ 7
木ⅠＢ 7
石ⅠＡ 7
石ⅠＢ 7
金属ⅠＡ 7
金属ⅠＢ 7
造形表現研究ⅠＡａ 4
造形表現研究ⅠＡｂ 1
造形表現研究ⅠＡｃ 1
造形表現研究ⅠＢ 2
デッサンⅢ 2
デザイン・工芸選択実技Ａ 2
美術教育演習Ｂ 2
美術科教育内容指導論Ｂ 2
グローバルコミュニケーションⅢ 2 芸術文化専攻は必修とする。

芸術文化ゼミⅡ（芸術表象） 4
芸術文化ゼミⅡ（美術史） 4 芸術文化専攻は何れか４単位必修とする。

芸術文化ゼミⅡ（色彩） 4
絵画Ⅳ 8
版画Ⅲ 7 洋画専攻は何れか８単位必修とする。

素材実験Ⅱ 1
日本画研究Ⅱ 8 日本画専攻は必修とする。

塑造Ⅱ 8
紙Ⅱ 8
木Ⅱ 8 立体アート専攻は何れか８単位必修とする。

石Ⅱ 8
金属Ⅱ 8
造形表現研究Ⅱ 8 美術教育専攻は必修とする。

芸術文化ゼミⅢ（芸術表象） 4
芸術文化ゼミⅢ（美術史） 4 芸術文化専攻は何れか４単位必修とする。

芸術文化ゼミⅢ（色彩） 4
卒業制作 10 洋画専攻、日本画専攻、立体アート専攻は必修とする。

卒業研究 10 美術教育専攻は必修とする。

卒業研究 4 芸術文化専攻は必修とする。

美
　
　
　
術
　
　
　
学
　
　
　
科

専
　
　
攻
　
　
・
　
　
領
　
　
域
　
　
専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

１４単位

美術教育専攻は必修とする。

１４単位

１４単位

１４単位

１５単位

日本画専攻は必修とする。

１４単位

１５単位

立体アート専攻は何れか１４単位必修と

する。

洋画専攻は何れか１５単位必修とする。
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デザイン・工芸選択実技Ａ 2
デザイン・工芸選択実技Ｂ 2
デザイン・工芸論Ａ 2
デザイン・工芸論Ｂ 2
デザイン図法 2 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻、環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

コンピュータプレゼン演習Ａ 2
コンピュータプレゼン演習Ｂ 2
色彩計画演習 2
素材演習Ａ 2
素材演習Ｂ 2
素材演習Ｃ 2
素材演習Ｄ 2
素材演習Ｅ 2
素材演習Ｆ 2
バリアフリー演習 1
マーケティング論 2
人間工学論 2
デザインと法 2
展示計画論 2
デザイン心理学 2
デザインサーベイ論 2
インテリアデザイン史 2
日本服装史 2
文様史 2
伝統染織文化論 2
テキスタイル表現論 2
空間演出論 2
現代造形論 2
広告論 2
写真史 2
造形演習Ａ 2
造形演習Ｂ 2
造形演習Ｃ 2
造形演習Ｄ 2
エコロジカルプランニング演習 1
ライティング演習 1
印刷概論 2 ｳﾞｨｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

ヴィジュアルデザイン概論 2 ｳﾞｨｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

プロダクトデザイン概論 2 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

環境デザイン概論 2 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

工芸史Ａ(染織) 2
工芸史Ｂ(陶ガラス) 2
映像表現演習Ａ 2
映像表現演習Ｂ 2
写真演習 2
英語プレゼンテーション 2
建築材料学 2
建築生産Ⅰ 1
建築生産Ⅱ 1
建築法規 1
構造計画 2
建築設備 2

デ
 
 
ザ
 
 
イ
 
　
ン
　
　
・
　
　
工
　
　
芸
 
 
学
 
 
科

工芸専攻は何れか２単位必修とする。

必修選択

卒業のためには、学科専門科目について９４単位以
上修得すること。

科目
区分

授　業　科　目
単位数

備　 考

学
　
　
科
　
　
共
　
　
通
　
　
科
　
　
目
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必修選択
科目
区分

授　業　科　目
単位数

備　 考

ヴィジュアルデザイン基礎演習Ⅰ-Ａ 2
ヴィジュアルデザイン基礎演習Ⅰ-Ｂ 2
ヴィジュアルデザイン基礎演習Ⅰ-Ｃ 2
ヴィジュアルデザイン基礎演習Ⅰ-Ｄ 2
ヴィジュアルデザイン基礎演習Ⅰ-Ｅ 2
ヴィジュアルデザイン基礎演習Ⅰ-Ｆ 2
表現演習Ⅰ 2

ｳ ｨｼ ｭｱﾙﾃ ｻ ｲﾝ専攻、ﾌ ﾛﾀ ｸﾄﾃ ｻ ｲﾝ専攻は必修とす
る

プロダクトデザイン基礎演習Ａ 2
プロダクトデザイン基礎演習Ｂ 2
プロダクトデザイン基礎演習Ｃ 2
プロダクトデザイン基礎演習Ｄ 2 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

プロダクトデザイン基礎演習Ｅ 2
プロダクトデザイン基礎演習Ｆ 2
ＣＧ演習Ⅰ 2
環境デザイン基礎演習Ａ 2
環境デザイン基礎演習Ｂ 2
環境デザイン基礎演習Ｃ 2
環境デザイン基礎演習Ｄ 2
環境デザイン基礎演習Ｅ 2
環境デザイン基礎演習Ｆ 2
ＣＧ演習 2 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻、工芸専攻は必修とする。

工芸基礎(染) 2
工芸基礎(織) 2
工芸基礎(刺繍) 2 工芸専攻は必修とする。

工芸基礎(陶) 2
工芸基礎(ガラス) 2
ヴィジュアルデザイン基礎演習Ⅱ-Ａ 2
ヴィジュアルデザイン基礎演習Ⅱ-Ｂ 2
ヴィジュアルデザイン基礎演習Ⅱ-Ｃ 2
ヴィジュアルデザイン基礎演習Ⅱ-Ｄ 2
ヴィジュアルデザイン基礎演習Ⅱ-Ｅ 2
ヴィジュアルデザイン基礎演習Ⅱ-Ｆ 2
表現演習Ⅱ-Ａ 2
表現演習Ⅱ-Ｂ 2
プロダクトデザイン演習Ａ 2
プロダクトデザイン演習Ｂ 2
プロダクトデザイン演習Ｃ 2
プロダクトデザイン演習Ｄ 2
プロダクトデザイン演習Ｅ 2 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

プロダクトデザイン演習Ｆ 2
ＣＧ演習Ⅱ 2
表現演習Ⅱ 2
プロダクトデザイン史 2
環境デザイン演習Ａ 2
環境デザイン演習Ｂ 3
環境デザイン演習Ｃ 2
環境デザイン演習Ｄ 2
環境デザイン演習Ｅ 2
製図演習 2
ＣＡＤ演習 2
プレゼン演習Ⅰ 2
染Ⅰ 5
織Ⅰ 5
刺繍Ⅰ 4
材料学Ａ（繊維） 4
陶Ⅰ 7
ガラスⅠ 7 １８単位

材料学Ｂ（陶ガラス） 4

環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

ｳﾞｨｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

デ
 
 
ザ
 
 
イ
 
 
ン
 
 
・
　
　
工
　
　
芸
 
 
学
 
 
科

専
　
　
攻
　
　
・
　
　
領
　
　
域
　
　
専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

　　　　　　工芸専攻は何れか
　　　　　　１８単位必修とする。

環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

１８単位

ｳﾞｨｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

－学則－20－



必修選択
科目
区分

授　業　科　目
単位数

備　 考

ヴィジュアルデザイン演習Ⅰ-Ａ 2
ヴィジュアルデザイン演習Ⅰ-Ｂ 2
ヴィジュアルデザイン演習Ⅰ-Ｃ 2
ヴィジュアルデザイン演習Ⅰ-Ｄ 2
ヴィジュアルデザイン演習Ⅰ-Ｅ 2
ヴィジュアルデザイン演習Ⅰ-Ｆ 2
表現演習Ⅲ-Ａ 2
表現演習Ⅲ-Ｂ 2
３Ｄ－ＣＧ演習 2 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

プロダクトデザインⅠＡa 3
プロダクトデザインⅠＡb 3
プロダクトデザインⅠＢa 3
プロダクトデザインⅠＢb 3
プロダクトデザインⅠＣa 3
プロダクトデザインⅠＣb 3
プロダクトデザインⅠＤa 3
プロダクトデザインⅠＤb 3
構造演習 2
プレゼン演習Ⅱ 2
環境デザインⅠＡa 2
環境デザインⅠＡb 2
環境デザインⅠＢa 2
環境デザインⅠＢb 2
環境デザインⅠＣa 2
環境デザインⅠＣb 2
環境デザインⅠＤa 2
環境デザインⅠＤb 2
環境デザインⅠＥa 3
環境デザインⅠＥb 3
プレゼンテーション演習 2 工芸専攻は必修とする。

染ⅡＡ 7
染ⅡＢ 7
織ⅡＡ 7
織ⅡＢ 7
刺繍ⅡＡ 7
刺繍ⅡＢ 7
陶ⅡＡ 7
陶ⅡＢ 7
ガラスⅡＡ 7
ガラスⅡＢ 7
ヴィジュアルデザイン演習Ⅱ-Ａ 4
ヴィジュアルデザイン演習Ⅱ-Ｂ 4
プロダクトデザインⅡＡa 3
プロダクトデザインⅡＡb 3
プロダクトデザインⅡＢa 3
プロダクトデザインⅡＢb 3
環境デザインⅡＡa 4
環境デザインⅡＡb 4
環境デザインⅡＢa 4
環境デザインⅡＢb 4
染Ⅲ 8
織Ⅲ 8
刺繍Ⅲ 8 工芸専攻は何れか８単位必修とする。

陶Ⅲ 8
ガラスⅢ 8
卒業制作 10

ｳﾞｨｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

何れか２単位

何れか３単位

環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

何れか２単位

何れか３単位

何れか３単位

何れか３単位
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何れか４単位

何れか４単位

ｳﾞｨｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は必修とする。

何れか３単位

何れか３単位

１４単位　　　

１４単位

１４単位

何れか３単位

１４単位

１４単位

何れか２単位

何れか２単位

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は１２単位必

修とする。

環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は１１単位必修

とする。

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は６単位必修

とする。

環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻は８単位必修と

する。

工芸専攻は何れか１４単位必修とす

る。
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必修 選択

ｱｰﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ表現基礎演習Ａ 2

ｱｰﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ表現基礎演習Ｂ 2

ｱｰﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ表現基礎演習Ｃ 2

ｱｰﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ表現基礎演習Ｄ 2

宇宙・人間・アート 2

アート表現論 2

メディア概論 2 ﾒﾃﾞｨｱ表現領域は必修とする｡

ﾋｰﾘﾝｸﾞ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ概論 2

癒しの文化論 2

ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ史 2

ﾌｧｯｼｮﾝ&ﾃｷｽﾀｲﾙ概論 2

ﾐｭｰｼﾞｱﾑｽﾀﾃﾞｨ概論 2

ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ概論 2

ｱｰﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ表現演習Ⅰ 2

カラーセラピー概論 2

キャラクター文化論 2

ﾒﾃﾞｨｱｱｰﾄ概論 2

演出概論 2 ﾒﾃﾞｨｱ表現領域は何れか８単位必修とする｡

ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 2

国際交流文化概論Ａ 2

国際交流文化概論Ｂ 2

伝統・先端 2    ﾋｰﾘﾝｸﾞ表現領域は何れか２単位必修とする｡

ファッション文化論 2 ﾌｧｯｼｮﾝﾃｷｽﾀｲﾙ表現領域は必修とする｡

子ども発達論 2

絵本芸術論 2

子どもの福祉ﾃﾞｻﾞｲﾝ概論 2

現代文化概論 2

映像文化概論 2

ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ概論 2

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ技法論 2

ｱｰﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ表現演習Ⅱ 2

デジタル知的財産概論 2 ﾒﾃﾞｨｱ表現領域は必修とする｡

メディア文化論特講 2

ﾒﾃﾞｨｱﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ論 2 ﾒﾃﾞｨｱ表現領域は何れか４単位必修とする｡

ｺﾝﾃﾝﾂﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ論 2

芸術療法概論 2

空間デザイン概論 2

生態学 2

心とアートの心理学 2

ｱﾝｹｰﾄ調査・分析法 2

科目
区分

授  業  科  目
単位数

備　　　考

ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ表現領域は必修とする｡

ア
　
　
ー

　
　
ト
　
　
・
　
　
デ
　
　
ザ
　
　
イ
　
　
ン
 
　
表
　
　
現
　
　
学
 
　
科

ﾋｰﾘﾝｸﾞ表現領域は必修とする｡

ﾋｰﾘﾝｸﾞ表現領域は何れか２単位必修とする｡

ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ表現領域は必修とする｡

学
　
　
科
　
　
共
　
　
通
　
　
科
　
　
目

ﾌｧｯｼｮﾝﾃｷｽﾀｲﾙ表現領域は必修とする｡

ﾋｰﾘﾝｸﾞ表現領域は必修とする｡

卒業のためには､学科専門科目について９４単位以上
修得すること｡

ﾋｰﾘﾝｸﾞ表現領域は必修とする｡

ﾌｧｯｼｮﾝﾃｷｽﾀｲﾙ表現領域は必修とする｡

ﾌｧｯｼｮﾝﾃｷｽﾀｲﾙ表現領域は何れか２単位必修とする。

ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ表現領域は必修とする｡
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必修 選択

科目
区分

授  業  科  目
単位数

備　　　考

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ａ 2

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ｂ 2

映像基礎演習 2

空間基礎演習 2

素材表現演習Ａ 2

素材表現演習Ｂ 2

キャラクター制作基礎演習 2

ワークショップ演習 3

素材基礎演習 5

造形基礎演習 5

ﾒﾃﾞｨｱｱｰﾄ演習Ⅰ 2

ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ⅰ 2

メディア空間演習 2

ｱｰﾄｱﾆﾒｰｼｮﾝ演習 2 ﾒﾃﾞｨｱ表現領域は必修とする｡

ｻｳﾝﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ演習 2

ストーリー表現演習 2

ｷｬﾗｸﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝ演習 2

ﾋｰﾘﾝｸﾞ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ実習Ａ 2

ﾋｰﾘﾝｸﾞ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ実習Ｂ 2

絵本制作基礎演習 3

装丁技法演習 1

壁画技法演習 4

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ演習 1

ファッション演習Ａ 3

ファッション演習Ｂ 3

テキスタイル演習Ａ 2

テキスタイル演習Ｂ 2 ﾌｧｯｼｮﾝﾃｷｽﾀｲﾙ表現領域は必修とする｡

感覚発達演習 2

子ども発達演習 2

コンピュータデザイン演習 2

ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ演習Ⅰ 2

ｱｰﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅰ 2

ﾐｭｰｼﾞｱﾑｽﾀﾃﾞｨ演習Ⅰ 2

ﾐｭｰｼﾞｱﾑ・ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ演習Ⅰ 2 ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ表現領域は必修とする｡

音楽ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ演習Ⅰ 2

舞台芸術ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ演習Ⅰ 2

ｱｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習 2

ﾋｰﾘﾝｸﾞ表現領域は必修とする｡

ﾌｧｯｼｮﾝﾃｷｽﾀｲﾙ表現領域は必修とする｡

ﾋｰﾘﾝｸﾞ表現領域は必修とする｡

専
　
　
攻
　
　
・
　
　
領
　
　
域
　
　
専
　
　
門
　
　
科
　
　
目

ﾒﾃﾞｨｱ表現領域､ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ表現領域は必修とする｡
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現
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必修 選択

科目
区分

授  業  科  目
単位数

備　　　考

ﾒﾃﾞｨｱｸﾘｴｲｼｮﾝ演習 5 ﾒﾃﾞｨｱ表現領域は必修とする｡

ﾒﾃﾞｨｱｱｰﾄ演習ⅡＡ 6

ﾒﾃﾞｨｱｱｰﾄ演習ⅡＢ 6

ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ演習ⅡＡ 6

ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ演習ⅡＢ 6

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ&ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ演習 4 ﾒﾃﾞｨｱ表現領域､ﾋｰﾘﾝｸﾞ表現領域は必修とする｡

ﾋｰﾘﾝｸﾞ･ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ演習 3 ﾋｰﾘﾝｸﾞ表現領域､ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ表現領域は必修とする｡

ｷｬﾗｸﾀｰ制作演習 3

形態表現演習 3

絵本制作演習 3

子どもの道具ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ａ 3

壁画制作演習 3

子どもの道具ﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ｂ 3

ﾌｧｯｼｮﾝﾃｷｽﾀｲﾙⅠＡ 4

ﾌｧｯｼｮﾝﾃｷｽﾀｲﾙⅠＢ 5 ﾌｧｯｼｮﾝﾃｷｽﾀｲﾙ表現領域は必修とする｡

ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ演習 2

ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ演習Ⅱ 2

ｱｰﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ演習Ⅱ 2

ﾐｭｰｼﾞｱﾑｽﾀﾃﾞｨ演習Ⅱ 2

ﾐｭｰｼﾞｱﾑ・ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ演習Ⅱ 2

音楽ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ演習Ⅱ 2

舞台芸術ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ演習Ⅱ 2

ﾒﾃﾞｨｱｸﾘｴｲｼｮﾝ実習 7 ﾒﾃﾞｨｱ表現領域は必修とする｡

ﾋｰﾘﾝｸﾞ･ｸﾘｴｲｼｮﾝＡ 3

ﾋｰﾘﾝｸﾞ･ｸﾘｴｲｼｮﾝＢ 3

ﾋｰﾘﾝｸﾞ･ｸﾘｴｲｼｮﾝＣ 3

ﾋｰﾘﾝｸﾞ･ｸﾘｴｲｼｮﾝＤ 3

ﾌｧｯｼｮﾝﾃｷｽﾀｲﾙⅡ 5

着物文化演習 2

身体衣服論 2

総合ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ実習 5 ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ表現領域は必修とする｡

卒業制作 10 ﾒﾃﾞｨｱ表現領域､ﾋｰﾘﾝｸﾞ表現領域､ﾌｧｯｼｮﾝﾃｷｽﾀｲﾙ表現領域は必修とする｡

卒業研究 10 ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ表現領域は必修とする｡
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ﾒﾃﾞｨｱ表現領域は何れか６単位必修とする｡

何れか３単位

３単位

３単位

ﾌｧｯｼｮﾝﾃｷｽﾀｲﾙ表現領域は必修とする｡

何れか３単位

何れか３単位

ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ表現領域は必修とする｡

ﾋｰﾘﾝｸﾞ表現領域は９単位必修と

する｡

ﾋｰﾘﾝｸﾞ表現領域は６単位必修とする｡
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必修 選択

共創デザイン演習Ⅰ-A 2

共創デザイン演習Ⅰ-B 2

共創デザイン演習Ⅰ-C 2

共創デザイン演習Ⅰ-D 2

共創デザイン演習Ⅰ-E 2

共創デザイン演習Ⅰ-F 2

共創デザイン演習Ⅰ-G 2

共創デザイン演習Ⅰ-H 2

共創デザイン実践Ⅰ 2

共創デザイン概論 2

ライフマネジメント論Ⅰ 2

ビジネスデザイン概論 2

コミュニケーション特論Ⅰ 2

デザイン基礎集中演習 2

ドローイング演習 2

プログラミング演習 2

インクルーシブデザイン論 2

自律的キャリア教育 2

産官学連携演習 2

産官学連携実践 1

共創デザイン演習Ⅱ-A 2

共創デザイン演習Ⅱ-B 2

共創デザイン演習Ⅱ-C 2

共創デザイン演習Ⅱ-D 2

共創デザイン演習Ⅱ-E 2

共創デザイン実践Ⅱ 2

行動デザイン論 2

コミュニケーション特論Ⅱ 2

ライフマネジメント論Ⅱ-A 2

ライフマネジメント論Ⅱ-B 2

共創デザイン選択演習Ⅱ-A 2

共創デザイン選択演習Ⅱ-B 2

共創デザイン選択演習Ⅱ-C 2

共創デザイン選択演習Ⅱ-D 2

共創デザイン演習Ⅱ-F 2

人間工学（スペース＆プロダクト） 2

コミュニケーション特論Ⅲ 2

感性異分野共創論Ⅰ 2

ソーシャルグッドネスデザイン論 2

何れか2単位必修とする。

何れか2単位必修とする。

科目
区分

授  業  科  目
単位数

備 考

共

創

デ

ザ

イ

ン

学

科

学

科

専

門

科

目

卒業のためには、学科専門科目について９４単位以
上修得すること。
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必修 選択

科目
区分

授  業  科  目
単位数

備 考

留学認定科目A 2

留学認定科目B 4

留学認定科目C 6

留学認定科目D 8

留学認定科目E 10

共創デザイン演習Ⅲ-A 2

共創デザイン演習Ⅲ-B 2

共創デザイン実践Ⅲ 2

知財・ファイナンシャル概論 2

ライフマネジメント論Ⅲ-A 2

ライフマネジメント論Ⅲ-B 2

ファシリテーション論 2

共創デザイン選択演習Ⅲ-A 2

共創デザイン選択演習Ⅲ-B 2

共創デザイン選択演習Ⅲ-C 2

共創デザイン選択演習Ⅲ-D 2

共創デザイン選択演習応用Ⅲ-Aa 2

共創デザイン選択演習応用Ⅲ-Ba 2

共創デザイン選択演習応用Ⅲ-Ca 2 何れか2単位必修とする。

共創デザイン選択演習応用Ⅲ-Da 2

共創デザイン選択演習応用Ⅲ-Ea 2

共創デザイン選択演習応用Ⅲ-Ab 2

共創デザイン選択演習応用Ⅲ-Bb 2

共創デザイン選択演習応用Ⅲ-Cb 2 何れか2単位必修とする。

共創デザイン選択演習応用Ⅲ-Db 2

共創デザイン選択演習応用Ⅲ-Eb 2

感性異分野共創論Ⅱ 2

共創デザイン実践Ⅳ 2

卒業研究 8

ライフマネジメント論Ⅳ-A 2

ライフマネジメント論Ⅳ-B 2

共

創

デ

ザ

イ

ン

学

科

学

科

専

門

科

目

何れか2単位必修とする。
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別表第２

　教職に関する科目

必修 選択

教職概論 2

教育原論 2

教育課程論 2
教育方法論（情報通信技術を活用した教育の理論及び
方法を含む） 2

特別支援教育論 1

教育心理学 2

青年心理学 2

教育制度論 2
特別活動論（総合的な学習の時間の指導法を含
む） 2

道徳教育論 2 高免のみの取得希望者は不要

美術科・工芸科教育法Ⅰ 2

美術科・工芸科教育法Ⅱ 2

美術科・工芸科教育法Ⅲ 2

美術科・工芸科教育法Ⅳ 2

美術科・工芸科教育法Ⅴ 2

美術科・工芸科教育法Ⅵ 2

生徒指導論（進路指導を含む） 2

教育相談論 2

教育実習指導 1

教育実習Ⅰ 2 高免のみの取得希望者は不要

教育実習Ⅱ 2

教職実践演習（中・高） 2

別表第３

　博物館に関する科目

必修 選択

博物館概論 2

生涯学習概論 2

博物館経営論 2

博物館展示論 2

博物館教育論 2

博物館資料論 2

博物館資料保存論 2

博物館情報・メディア論 2

博物館実習 2

１．博物館概論、生涯学習概論、博物館展示論、博物館教育論は
　　学部共通科目内の開設科目

１．教育原論、教育心理学、青年心理学は
 学部共通科目内の開設科目

美術科の免許状を取得する者は必修

工芸科の免許状を取得する者は必修

授  業  科  目
単位数

備 考

授  業  科  目
単位数

備 考
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別 表 第 ４

入学料・授業料および検定料その他

金      額

220,000円

(110,000円)

220,000円

(110,000円)

220,000円

　　　　　　　　(20,000円)

360,000円

50,000円

1,198,000円

20,000～148,000円

30,000円

(15,000円)

30,000円

(15,000円)

30,000円

(15,000円)

 講    義 22,000円

 演    習 32,300円

 実技実習 39,600円

5,000円

(3,000円)

 入学料 100,000円

 授業料（年額） 887,600円

 実習料（年額） 38,200～71,200円

10,000円

備考

１．入学料１年次の（  ）内の金額は、本学付属高等学校からの推薦入学者に適用する。

２．入学料３年次編入学及び入学検定料３年次編入学の（  ）内の金額は、併設短大、本学に２年以上

　　在学し６２単位以上修得した者及び本学卒業者の場合に適用する。 

３．入学検定料１年次の（  ）内の金額は、本学園卒業・修了・在学生、

　　または、本学の他学科・専攻及び併設短大本科に併願した場合に適用する。

４．入学料転入学及び入学検定料転入学の（  ）内の金額は、本学学生の場合に適用する。

５．実習料はその専攻する内容によって定める。

６．第２年次以降の授業料はスライド制授業料とする。

７．科目等履修生で実技実習を履修する場合は、履修料のほか必要な実習料を徴収する。

８．科目履修生の検定料の（  ）内の金額は、本学卒業・修了生に適用する。

 ３年次編入学

 転入学

項       目

 １年次

 ３年次編入学

 転入学

授  業  料（年額）

維　持　費（年額）

施設設備料（年額）

研
究
生

科
目
等
履
修
生

検定料

検定料

 １年次

入学料
（初年度のみ）

入学検定料

実  習  料（年額）

履修料
（1単位）

授業料等
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○芸術学部教授会内規
（昭和 45年 10月 1日施行） 

 （目的） 

第 1条 女子美術大学学則第 6条から第 10条による教授会の運営は本内規によって行う。 

 （構成員） 

第 2条 教授会は、学長、専任の教授・准教授・助教をもって構成する。 

 （代理者） 

第 3条 教授会は代理者の出席を認めない。 

 （招集） 

第 4条 教授会の招集は学長が行う。 

２ 教授会の議長は芸術学部長とする。 

３ 議長に事故あるときは当該招集者が予め指名した教授が議長となる。 

 （会議） 

第 5条 教授会の成立には、構成員の 2分の 1以上の出席を必要とする。 

２ 教授会の議事は、出席構成員の審議を経て、学長が決定する。 

 （開催日） 

第 6条 教授会は、原則として毎月 1回開催する。 

２ 必要あるときは臨時に開催することができる。 

 （非公開） 

第 7条 教授会の議事は、原則として非公開とする。 

 （人事） 

第 8条 専任教員の嘱任、昇任人事に関する事項については、別に定める人事に関する委員会の答申に基づき、教授会

において審議するものとする。 

 （審議事項） 

第 9条 教授会は次の事項を審議する。 

(1) 教育課程に関すること。

(2) 主要年中行事及び日程に関すること。

(3) 授業科目修了の認定に関すること。

(4) 学生の指導及び賞罰に関すること。

(5) 入学試験に関すること。

(6) 入学、退学、休学、転学及び卒業に関すること。

(7) 各種奨学生に関すること。

(8) 実習費等に関すること。

(9) 学則その他本学の制規に関すること。

(10) 前条以外の教員人事に関すること。

(11) その他本学に関する重要なこと。

（議題提出とその手続）

第 10条 教授会構成員及び事務当局は、審議を望む事項があるときは、これを議題として提出することができる。 

２ 前項による提出議題は、原則として教授会開催日の 1週間前までに文書をもって教授会招集者に届出るものとす

る。 

３ 教授会招集者は、届出られた議題を教授会に上程しなければならない。 

４ 教授会招集者は、議題を予め教授会構成員に通知しなければならない。 

 （構成員以外の出席教職員） 

第 11条 教授会招集者は、必要があると認めたとき教授会の承認を経て、構成員以外の教職員を常時又は臨時に出席

させることができる。 

２ 教授会が適当と認めたときは、構成員以外の教職員の出席を許すことができる。 

 （議事録） 

第 12条 教授会に書記を置き、議事録を作成保管させるものとする。 

 （内規の改廃） 

第 13条 この内規の改廃は、教授会の議を経るものとする。 

付 則 

１ この内規は、昭和 45年 10月 1日から施行する。 

２ この内規は、平成 9年 4月 1日から施行する。 

３ この内規は、平成 13年 4月 1日から施行する。 

４ この内規は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

付 則 

  この内規は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

付 則 

  この内規は、平成 21年 4月 1日から施行する。 

付 則 

  この内規は、平成 27年 4月 1日から施行する。 
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設置の趣旨等を記載した書類 

目 次 

① 設置の趣旨及び必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ．２ 

② 学部・学科等の特色・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ｐ．５
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設置の趣旨等を記載した書類 

① 設置の趣旨及び必要性

１ 大学の沿革

女子美術大学は、「芸術による女性の自立」、「女性の社会的地位の向上」、「専門の技術家・

美術教師の養成」を建学の精神に掲げ、美術教育を行う学校として１９００年に創立され

た。以後、今日までの１２０有余年にわたる長い歴史の間に、画壇・デザイン界をはじめ、

教育界などあらゆる分野に優れた人材を輩出するとともに、社会で自立できる女性たちを

送り出している。 

現代においても、「時代を超えて美を追求する個性豊かな専門家の育成」、「芸術との感動

的出会いの積み重ねを通して、創造の喜びを培い、広い視野と柔軟な思考・行動能力の獲得

をはかる」、「社会を読む眼を育て、時代の流れを先取りする芸術的感性を養う」という教育

理念のもとに、知性と感性と技能を併せ持ち、美術の専門を活かして社会的、経済的に自立

できる人材の育成を行っている。 

２ 設置の趣旨及び必要性 

 本学は創立以来、「芸術による女性の自立」、「女性の社会的地位の向上」、「専門の技術家・

美術教師の養成」を建学の精神として、教育理念の具現化に向けて、常に教育研究の整備と

充実に努めてきた。 

今日、社会の諸情勢は急激に変化し、その方向性も複雑かつ多様となってきていることか

ら、高等教育を取り巻く社会環境の変化の中で、本学では学部教育の理念や人材の養成に関

する目的をより特色化する必要性が生じてきている。芸術学部において、時代を超えて美を

追求する個性豊かな専門家の育成と芸術との感動的出会いの積み重ねを通して、創造の喜

びを培い、広い視野と柔軟な思考・行動能力の獲得をはかり、社会を読む眼を育て、時代の

流れを先取りする芸術的感性を養うための教育研究を展開してきたが、社会環境の変化に

伴う芸術学分野の高度化や多様化により、当該専門分野の教育研究体制のさらなる整備と

充実が求められている。現在においても絵画、彫刻、工芸、デザインなどの基幹分野の社会

的な必要性は認知されているが、他方、基幹分野の一つを中核とした学問分野の広がりや基

幹分野間の融合、さらには、基幹分野全域の総合化などの多様な教育体系が必要とされてお

り、芸術学教育の学際化や総合化の傾向への対応が求められていることから、学部教育の多

様な展開に向けて、特色ある教育に取組むことが必要となっている。 

このような社会環境の変化や学術研究の進展に伴う芸術学分野における社会的な要請に
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応えるべく、既設のデザイン・工芸学科の中で展開してきたデザインに関する教育内容を基

礎として、令和５年４月から、芸術学部に共創デザイン学科を設置することとした。【資料

１】 

 

３ 卒業後の進路と養成する人材を受け入れる側の需要 

（１）想定される卒業後の進路 

卒業後の進路としては、デザイン会社をはじめとする関連企業等に所属し、地域に

おけるデザイン活動の促進やデザインを活用した地域振興、産業界における産業振興

に向けたデザインの活用促進などの活動を通じて、地域の活性化や産業界の振興に貢

献することが期待され、例えば、製造元や顧客との意思の疎通や連携を図りながら、商

品の特色や魅力を包装や容器で表現することで、商品の価値の創造に寄与することな

どが想定される。 

（２）学科を設置する学部の求人実績 

共創デザイン学科の基礎となる既設のデザイン・工芸学科では、開設以来、建学の精

神を教育の基盤として、「社会を変える創作者」の育成を使命として、常に教育研究の

改善に努めてきたことから、地域社会からの高い評価と信頼を得ているとともに、共

創デザイン学科を設置する芸術学部に寄せられたこれまでの求人件数の実績からして

も、人材を受け入れる側の需要の高さをうかがうことができる。【資料２】 

今般の共創デザイン学科の設置計画においては、社会環境の変化や地域社会の要請

を踏まえるとともに、既設のデザイン・工芸学科における卒業生の進路や卒業生を受

け入れる側の需要を十分に勘案したうえで、デザインによる地域や産業の振興を図る

ための創造的な能力と実践的な姿勢を育成することを目的とした教育組織として設置

することから、十分な求人件数を見込むことができるものと考えている。 

（３）卒業生の人材需要調査 

共創デザイン学科の設置計画を策定するうえで、卒業後の具体的な進路や地域社会

の人材需要の見通しなどについて把握するために、本学への求人実績や卒業生の採用

実績があるデザイン関連企業やデザイン関連部門等を有する企業等を対象として、共

創デザイン学科の社会的な必要性や養成する人材、共創デザイン学科の卒業生に対す

る人材需要調査を実施した。 

その結果、共創デザイン学科の社会的な必要性については、有効回答数７６件の約

９７．３７％にあたる７４件が「必要性を感じる」と回答しており、共創デザイン学科

で養成する人材については、有効回答数７６件の約９８．６８％にあたる７５件が「必
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要性を感じる」と回答していることから、共創デザイン学科の社会的な必要性及び共

創デザイン学科で養成する人材の必要性の高さをうかがうことができる。 

また、共創デザイン学科で学んだ卒業生に対する採用意向については、有効回答数

７６件の約８５．５３％にあたる６５件が「採用したいと思う」と回答しているととも

に、共創デザイン学科で学んだ卒業生を「採用したいと思う」と回答した企業等の採用

人数については、「１人」と回答した企業等が１０件、「３人以上」と回答した企業等が

４件、「人数は未定」と回答した企業等が５０件となっている。 

なお、「３人以上」と回答した企業等の採用人数を３人とし、「人数は未定」と回答し

た企業等の採用人数を１人として、これらの採用人数を合計すると７２人となり、こ

のような本学への求人実績や卒業生の採用実績がある一部のデザイン関連企業やデザ

イン関連部門等を有する企業等に限定した調査結果においても、共創デザイン学科で

学んだ卒業生への採用意向の高さがうかがえることから、人材を受け入れる側の需要

は十分にあるものと考えられる。【資料３】 

 

４ 研究対象とする学問分野、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的 

共創デザイン学科では、組織として研究対象とする中心的な学問分野を「美術分野」とし

て、伝達や用途などの目的や機能を考え、デザインする能力を身に付け、顧客や消費者をは

じめとする多様な立場の人々と協働して、商品やサービスの価値を「共」に「創り」上げる

ことのできる能力を備えた人材の養成を目的としている。 

具体的には、共創デザイン学科では、伝達や用途などの目的や機能を考え、デザインする

創出力、デザインの理論や手法を活用した発想や構想と課題の解決に向けてデザイン手法

を運用する主体性・開拓力、デザインやデザイン手法に関する知識と能力を統合し、他者と

共に商品やサービスの価値の創造に取組むことができる実装力と柔靭性を身に付けること

としている。 

共創デザイン学科では、デザインを創造するための基礎的・基本的な知識と能力を習得さ

せ、デザインの理論や手法を活用し、デザインの諸活動を主体的・合理的かつ共創的に行い、

デザインによる地域や産業の振興を図るための創造的な能力と実践的な姿勢を育成するこ

とを教育研究上の目的（教育目標に相当）としている。 

共創デザイン学科では、人材の養成に関する目的を踏まえ、学生に学位を授与するに当た

り学生が修得しておくべき能力を含めた学位授与の方針を次のとおり定めることとする。 
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●学位授与の方針【資料４】

「学部共通科目」

学部共通科目においては、以下を学位授与の条件とします。 

① 多様性を尊重する社会への理解および課題意識を醸成するために必要な学問

的・実験的な知識・理論を修得し、幅広い教養を身に付けている。 

② 芸術の理論と技法を活用し、地域や社会の諸問題に主体的に取り組む実践力

や他者と協働し解決する力、生涯を通じて学ぶ姿勢とマネジメント力を身に付

けている。 

③ 芸術分野における基礎的知識を修得し、それらを学術・創作研究として創造

的に発展させる思考力・判断力を身に付けている。 

④ グローバル社会において自身の考えを的確に表現できる語学力や異文化に対

する理解力を高め、総合的なコミュニケーション力を身に付けている。 

「学科専門科目」 

学科専門科目においては、以下を学位授与の条件とします。 

① デザインに関する基礎的知識と技能を活用する能力を身に付けている。

② デザインの諸活動の実践により課題に主体的に向き合い、多様な立場の人と

協働して解決方法を創造する能力と態度を身に付けている。 

③ デザインの諸活動の実践を通して、生涯にわたり生じる様々なライフイベン

トや困難な課題を柔軟な思考と強靭な意思をもって乗り越え、自己成長を続け

られる能力と態度を身に付けている。 

④ デザインの理論や手法を始めとした知識・技能を総合して社会を洞察し、デ

ザインで解決すべき課題を見出して、その解決策を構想する能力を身に付けて

いる。 

⑤ デザインの理論や手法を始めとした知識・技能を総合的に活用し実践型の学

びを通して、商品やサービスなどの新たな価値を創造する能力とより良い社会

の実現に取り組むことができる態度を身に付けている。 

② 学部・学科等の特色

共創デザイン学科では、組織として研究対象とする中心的な学問分野を「美術分野」として、

伝達や用途などの目的や機能を考え、デザインする能力を身に付け、顧客や消費者をはじめと

する多様な立場の人々と協働して、商品やサービスの価値を「共」に「創り」上げることので

きる能力を備えた人材の養成を目的としている。 
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共創デザイン学科の卒業後の進路としては、デザイン会社をはじめとする関連企業等に所

属し、地域におけるデザイン活動の促進やデザインを活用した地域振興、産業界における産業

振興に向けたデザインの活用促進などの活動を通じて、地域の活性化や産業界の振興に貢献

することが期待され、例えば、製造元や顧客との意思の疎通や連携を図りながら、商品の特色

や魅力を包装や容器で表現することで、商品の価値の創造に寄与することなどが想定される。 

このことから、共創デザイン学科が担う機能と特色としては、中央教育審議会答申による

「我が国の高等教育の将来像」の提言する「高等教育の多様な機能と個性・特色の明確化」を

踏まえて、美術分野における教育研究を通して、「幅広い職業人養成」の機能を重点的に担う

ことによる特色の明確化を図ることとしている。 

③ 学部・学科等の名称及び学位の名称

共創デザイン学科では、組織として研究対象とする中心的な学問分野、人材の養成に関する

目的、学位を授与するに当たり学生が修得しておくべき能力等が社会や受験生に最も分かり

やすい名称とするために、学科の名称を「共創デザイン学科」、学位の名称を「学士（芸術）」

とすることとし、英訳名称については、国際的な通用性を踏まえたうえで、学科の英訳名称を

「Department of Collaborative Design」、学位の英訳名称を「Bachelor of Fine Arts」とす

ることとした。 

学科の名称 

共創デザイン学科  「Department of Collaborative Design」 

学位の名称 

学士（芸術） 「Bachelor of Fine Arts」 

④ 教育課程の編成の考え方及び特色

１ 教育課程の編成の方針

共創デザイン学科では、高等教育の大衆化の進行と生涯学習への移行を踏まえつつ、学部

段階の専門教育では特定分野における完成教育というよりも、生涯学び続ける基礎を培う

より普遍的な教育が求められていることから、教養教育及び専門分野の基礎・基本を重視し

た教育を行うことにより、専門的素養のある人材として活躍できる基礎的能力や生涯学習

の基礎等を培うこととしている。 

具体的には、共創デザイン学科では、学部段階における専門教育は、基礎・基本を重視し

つつ、関連諸科学との関係を教えることなどを通じて、学生が主体的に課題を探求し解決す
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るための基礎となる能力を育成するとともに、学部卒業後、社会人として就業し、成長して

いく過程において、実務等を通じて、新たな知識や能力を体得していくための資質や能力を

育成するための基礎教育を重視することとしている。 

特に、「学科専門科目」では、４年間の学習期間内において、人材の養成に関する目的や

学位授与の方針を確実に達成するとともに、学部基礎教育の重要性を踏まえたうえで、教育

課程が過密とならないように配慮することから、教育内容を精選し、人材の養成に関する目

的や学位授与の方針を達成するために必要な授業科目について、優先順位を踏まえた配置

とすることで、教育の質の確保を目指すこととしている。 

 

２ 学位授与の方針を踏まえた教育課程編成・実施の方針 

共創デザイン学科では、学位授与の方針と教育課程編成・実施の方針との一体性と整合性

に留意しつつ、卒業までに学生が身に付けるべき資質や能力を修得するための教育課程編

成・実施の方針を次のとおり定めることとする。 

 

●教育課程編成・実施の方針 

「学部共通科目」 

 以下の教育課程編成の分類毎にそれぞれの設定する能力を養成する科目を配置し

ます。 

① 多様性が尊重される社会において、ジェンダー、国際社会と日本、自然環境

と人間、芸術について広く学び自己理解をすることで、その知識・理解を実地

に関連付けることのできる幅広い教養を養う科目を配置する。 

② 芸術的理論と技法を活用し、自分の未来像（キャリア）をデザインし、生涯に

わたり地域社会の持続的発展に貢献できる主体的な実践力、マネジメント力、

協働する力を養う科目を配置する。 

③ 美学、美術史、色彩や図学など、芸術分野における基礎力、芸術的感性を培

い、学術・創作研究へ発展・応用させることのできる創造的思考力・判断力を養

う科目を配置する。 

④ グローバル社会において多様な他者の文化的背景を理解し、傾聴の姿勢と共

に自身の考えを的確に伝えるコミュニケーションスキルを用いて世界で活躍で

きる能力を養う科目を配置する。 

「学科専門科目」 

学科専門科目を通して、デザインを主軸に、ビジネス、テクノロジーを横断的に学
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び、実践型プロジェクトに取り組むことで、多様な人々と共創する力を身に付け、

専門領域での表現に反映できるカリキュラムを編成します。 

① デザイン分野における基本的な理論と技法に関する理解とともに、デザイン

分野の職業に関する倫理や社会的意義について理解する科目を配置する。 

② デザイン活動を通して多様な立場の人々との協働作業を主導する姿勢、また、

これらの協働により、高付加価値の商品やサービスを共に創りだす能力を養う

科目を配置する。 

③ デザインの諸活動の実践を通して、自己のアイデンティティを確立しその個

性を磨き続ける意欲と、生涯にわたり自己成長を継続できる態度を養う科目を

配置している。 

④ デザイン活動に必要な独自の観察力や洞察力を高める理論と技法の修得のも

と、それらを総合して見出した課題に対して、適切かつ効果的なデザイン手法

を活用する能力を養う科目を配置する。 

⑤ 産官学連携・地域連携等のプロジェクトの実施により多様な立場の人々との

協働による高付加価値の商品企画や構想立案に関する体験を通して、講義や演

習で得た知識と技能の総合化を図る科目を配置する。 

 

３ 教育課程の編成の考え方 

共創デザイン学科では、「伝達や用途などの目的や機能を考え、デザインする創出力、デ

ザインの理論や手法を活用した発想や構想と課題の解決に向けてデザイン手法を運用する

主体性・開拓力、デザインやデザイン手法に関する知識と能力を統合し、他者と共に商品や

サービスの価値の創造に取組むことができる実装力と柔靭性を身に付ける」ことから、この

目的を達成するために、教育課程を「学部共通科目」と「学科専門科目」から編成する。 

（１）学部共通科目 

「学部共通科目」では、中央教育審議会答申などで指摘されている重要性や意義を

踏まえたうえで、学部共通科目の学位授与の方針に掲げている目的を達成するための

科目を配置する。 

（２）学科専門科目 

「学科専門科目」では、基礎・基本を重視し、専門の骨格を正確に把握させるととも

に、科目間の関係や履修の順序、単位数等に配慮し、系統性と順次生のある教育課程の

編成としており、学科専門科目の学位授与の方針に掲げている目的を達成するための

科目を配置する。 
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４ 教育課程編成・実施の方針と授業科目との関係 

共創デザイン学科における学位授与の方針は、教育課程における各科目群に配置してい

る授業科目の体系的な履修により達成するものであるが、学位授与の方針を踏まえた教育

課程編成・実施の方針と授業科目との主な関係については、以下のとおりとしている。 

学位授与の方針を踏まえた教育課程編成・実施の方針として掲げている「多様性が尊重さ

れる社会において、ジェンダー、国際社会と日本、自然環境と人間、芸術について広く学び

自己理解をすることで、その知識・理解を実地に関連付けることのできる幅広い教養を養

う」ための科目としては、「女子美基礎講座」「女子美の教養」など、６８科目を配置してい

る。 

「芸術的理論と技法を活用し、自分の未来像（キャリア）をデザインし、生涯にわたり地

域社会の持続的発展に貢献できる主体的な実践力、マネジメント力、協働する力を養う」た

めの科目としては、「情報とアート」、「環境とアート」など、１７科目を配置している。 

「美学、美術史、色彩や図学など、芸術分野における基礎力、芸術的感性を培い、学術・

創作研究へ発展・応用させることのできる創造的思考力・判断力を養う」ための科目として

は、「ジェンダーとアート研究」「音楽とアート」など、４０科目を配置している。 

「グローバル社会において多様な他者の文化的背景を理解し、傾聴の姿勢と共に自身の

考えを的確に伝えるコミュニケーションスキルを用いて世界で活躍できる能力を養う」た

めの科目としては、「プロジェクト・スタディーズ」「アーティスト・イン・レジデンス」な

ど、１９科目を配置している。 

「デザイン分野における基本的な理論と技法に関する理解とともに、デザイン分野の職

業に関する倫理や社会的意義について理解する」ための科目としては、「共創デザイン概論」、

「共創デザイン演習Ⅰ-Ｃ」など、１２科目を配置している。 

「デザイン活動を通して多様な立場の人々との協働作業を主導する姿勢、また、これらの

協働により、高付加価値の商品やサービスを共に創りだす能力を養う」ための科目として

は、「コミュニケーション特論Ⅰ」、「共創デザイン演習Ⅰ-Ａ」など、１３科目を配置してい

る。 

「デザインの諸活動の実践を通して、自己のアイデンティティを確立しその個性を磨き

続ける意欲と、生涯にわたり自己成長を継続できる態度を養う」ための科目としては、「ラ

イフマネジメント論Ⅰ」、「自律的キャリア教育」など、９科目を配置している。 

「デザイン活動に必要な独自の観察力や洞察力を高める理論と技法の修得のもと、それ

らを総合して見出した課題に対して、適切かつ効果的なデザイン手法を活用する能力を養

う」ための科目としては、「ビジネスデザイン概論」「共創デザイン演習Ⅰ-Ｂ」など、３０

－設置等の趣旨（本文）－9－



科目を配置している。 

「産官学連携・地域連携等のプロジェクトの実施により多様な立場の人々との協働によ

る高付加価値の商品企画や構想立案に関する体験を通して、講義や演習で得た知識と技能

の総合化を図る」ための科目としては、「共創デザイン実践Ⅰ」、「産官学連携演習」など、

６科目を配置している。【資料４】 

⑤ 教育方法、履修指導方法及び卒業要件

１ 教育方法

（１）授業の方法

授業方法は、知識の理解を目的とする教育内容については、講義形式を中心とした授業

形態を採るとともに、態度・志向性及び技術や技能の習得を目的とする教育内容につい

ては、演習形式及び実践形式による授業形態を採ることとしている。 

（２）学生数の設定

授業の内容に応じた学生数の設定については、授業科目毎の授業形態に則した教育目

的を効果的かつ確実に達成するために、講義形式は２０人から６０人、演習形式及び実

践形式は１０人から３０人を基準とする。 

（３）配当年次

配当年次は、基礎から基幹へと体系的な学習が可能となるようにするとともに、特に、

専門教育においては、専門分野の教育内容毎に、知識、技能、応用といった授業の内容と

科目間の関係や履修の順序に留意するとともに、特定の学年や学期において偏りのある

履修登録がなされないように配慮した配当としている。 

（４）履修科目の登録上限

学生の主体的な学習を促し、教室における授業と教室外の学習を合わせた充実した授

業を展開することにより学習効果を高めるために、１学年当たりの卒業要件科目の履修

登録単位数の上限を１年次は４２単位、２～４年次は４９単位とする。 

（５）厳格なる成績評価

卒業時における学生の質を確保する観点から、予め学生に対して各授業における学習

目標やその目標を達成するための授業の方法、計画等を明示したうえで、成績評価基準

や卒業認定基準を提示し、これに基づき厳格な評価を行うともに、客観的な評価基準を

適用することから、厳格な成績評価の方法として、ＧＰＡ制度を導入する。 

（６）他大学等における授業科目の履修

本学が教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において修得した単
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位を、６０単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみ

なすことができる。 

また、本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻

科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修

とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。これにより与えるこ

とができる単位数は、上述の「本学における授業科目の履修により修得したものとみな

すことができる」単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

 

２ 履修指導方法 

履修指導方法は、授業を受ける学生に対して、教員が相談に応じる専用の時間を設けるこ

とで、きめ細やかな教育指導を行う体制を整えることとし、学年別の履修ガイダンスを実施

したうえで、学生の適性や能力に応じて学生の履修科目の選択に関する助言を行う事務職

員を配置し、個別の履修相談に応じるなど、学生の履修指導体制を整備する。 

また、「学科専門科目」では、専門分野の学問体系と学習段階に即した授業科目を配置し

ており、学部教育段階では、基礎的な専門知識や技能を確実に修得させることに重点を置く

ことが重要であることを踏まえたうえで、特定の学年・学期における偏りのある履修登録を

避け、学生が学習目標に沿った適切な授業科目の履修が可能となるように、養成する具体的

な人材像に対応した履修モデルを提示する。【資料５】 

 

３ 卒業要件 

卒業要件は、学部に４年以上在学し、体系的な授業科目の履修により１２４単位以上を修

得することとし、「学部共通科目」は必修科目４単位を含む３０単位以上、「学科専門科目」

は必修科目７０単位を含む９４単位以上を修得することとしている。 

（１）学部共通科目 

「学部共通科目」は必修科目２科目４単位、選択科目１２０科目２０８単位を配置

しており、卒業要件は、「学部共通科目」全体として、必修科目４単位を含む３０単位

以上を修得することとしている。 

（２）学科専門科目 

「学科専門科目」は必修科目３２科目７０単位、選択科目３８科目９０単位を配置

しており、卒業要件は、「学科専門科目」全体として、必修科目７０単位を含む９４単

位以上を修得することとしている。  
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⑥ 企業実習（インターンシップを含む）や海外語学研修等の学外実習を実施する場合の具体的

計画

１ 実習先の確保の状況 

デザイン、広報、企画などの業務体験を目的として配置している「産官学連携実践」にお

ける実習先の確保については、当該実習科目の内容と時間や期間などを勘案して、履修希望

者数を５０人程度と想定していることから、この履修希望想定者数を踏まえた実習先を計

画している。【資料６】 

なお、実習先については、学科設置後、履修希望者の実態等を見極めながら、一層の充実

を図ることとしている。 

２ 実習先との連携体制 

実習開始前に、本学の実習担当教員と実習先の実習指導者で、実習の目的や到達の目標、

実習の方法と内容、成績の評価などについて十分な打合せを行いながら、実習先での指導体

制を整えるとともに、実習期間中においても、必要に応じて各実習先を実習担当教員が訪問

し、実習状況の確認や打合せを行うこととする。 

さらに、実習の開始前と終了後に、本学の実習担当教員と実習先の実習指導者との定期的

な情報交換や意見交換を行うとともに、各実習施設との間で日常的な連絡や調整による緊

密な連携体制をとることにより、円滑な意思の疎通を図ることができるよう努めることと

する。 

３ 成績評価体制及び単位認定方法 

実習における成績評価については、実習評価基準に基づいて、実習科目の担当教員が行う

こととし、実習企業における実習指導者の評価及び出欠等の状況、実習記録、レポート、自

己評価表、面接などにより、実習目標の到達度合に照らしながら、総合的に判断したうえで、

単位の認定を行うこととする。 

４ その他特記事項 

 学外実習の実施においては、実習の種類や内容の特性から、実習先への移動に時間を要す

る場合や実習期間が長期にわたる場合があることから、学生や実習担当教員の個別的な状

況を踏まえたうえで、必要に応じて、移動や宿泊などへの配慮を行うこととする。 
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⑦ 入学者選抜の概要

１ 入学者受入れの方針

共創デザイン学科では、デザイン学分野に関する教育研究を通して、伝達や用途などの目

的や機能を考え、デザインする能力を身に付け、顧客や消費者をはじめとする多様な立場の

人々と協働して、商品やサービスの価値を「共」に「創り」上げることのできる能力を備え

た人材の養成を目的としており、この目的を達成するための教育課程の編成としている。 

このような共創デザイン学科において養成する人材と教育課程との関連性を踏まえて、

入学者の基本的な受入れ方針は、「デザイン学分野に対する強い興味と関心及び学部教育に

対する高い学習意欲有している者であることを基本としつつ、学部教育を受けるに相応し

い基礎学力と適性能力を有している者を受け入れる」こととする。 

具体的には、共創デザイン学科の入学者受入れの方針は、以下のとおりとする。 

●入学者受入れの方針

① デザイン学分野に対する強い興味と関心を持ち、学部教育に対する高い学習意欲

を有している。 

② 高等学校で履修した主要科目に関する基本的な知識を有し、基礎的な課題を解く

ことができる。 

③ 自分の発想を素描や文章などにより適切に表現でき、他者に対して的確に伝える

ことができる。 

２ 選抜方法・選抜体制 

入学者選抜は、総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、特別選抜により行うこととして

いる。総合型選抜では志望理由・活動報告書等所定書類の提出、体験プログラムの実施、参

考資料持参による面接を行い、学校推薦型選抜では専門試験、面接を行う。一般選抜では、

日程により異なるが、学力試験（独自試験又は大学入学共通テスト利用）と専門試験、面接

と専門試験を実施する。特別選抜は、社会人、帰国子女、外国人留学生の３種類を実施し、

各対象者に合わせた提出書類、専門試験、面接を行う。選抜方法別の募集人員については、

総合型選抜 15 人、学校推薦型選抜 18 人、一般選抜 22 人、特別選抜（社会人、帰国子女、

外国人留学生）各若干名としている。 

３ 選抜基準・合否判定 

多様な資質を持った学生を受け入れるために、選抜方法毎に異なる選抜基準を設定し、
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「思考力・判断力・表現力」と「主体的に学習に取組む態度」を重視して選抜することとし

ている。 

合否判定は、入学者受入れの方針に基づき、提出書類、面接、専門試験、学力試験を組み

合わせることにより行うこととしている。 

総合型選抜では提出書類、事前課題持参による面接、体験プログラムの実施により総合的

な判定を行う。学校推薦型選抜では、提出書類による高等学校での学びの成果及び専門試

験・面接により判定し、一般選抜では、学力試験（独自試験又は大学入学共通テスト利用）

及び専門試験・面接の組み合わせにより判定する。特別選抜は、社会人、帰国子女、外国人

留学生の３種類を実施し、各対象者に合わせて提出書類、専門試験、面接により判定するこ

ととしている。 

⑧ 教員組織の編制の考え方及び特色

共創デザイン学科では、デザイン学分野に関する教育研究を通して、「デザインを創造する

ための基礎的・基本的な知識と能力を習得させ、デザインの理論や手法を活用し、デザインの

諸活動を主体的・合理的かつ共創的に行い、デザインによる地域や産業の振興を図るための創

造的な能力と実践的な姿勢を育成する」こととしており、これを達成するための教育課程の編

成としている。 

このことから、共創デザイン学科の教員組織は、既設のデザイン・工芸学科から異動する専

任教員１人を含めて、研究上の業績を有する者、デザイン分野における優れた知識と経験を有

する者及びデザイン業界の現場経験豊富な者による編成としており、教育研究の質が担保さ

れる教員組織であると考えている。教育課程における中核的な科目や必修科目を中心として、

教授３人と准教授３人を配置する計画としている。 

教員組織の一層の充実を図る観点から、今後の専任教員の研究活動を推進すべく、修士相当

以上の学位を保有していない専任教員は就任後、芸術学部のデザイン学分野における研究業

績を有した専任教員のもとで研究活動等に豊富に接することにより研究活動を行うための研

究能力の伸長を図るとともに、研究奨励に関する規程の活用促進など研究活動の推進に向け

た環境を引き続き整備する。さらに、専任教員の学位取得を推進するため、当該の専任教員に

対して着手可能な者から学位取得に向けた中期的な研究計画書を提出させるとともに、研究

費の助成制度の奨励など計画的な学位取得が可能となるよう修学支援体制の整備を図る。 

共創デザイン学科の教員組織の年齢構成については、完成年度時点で、４０歳代２人、５０

歳代２人、６０歳代２人から構成することとしており、特定の年齢層に偏ることのないよう計

画しているとともに、教育研究水準の維持向上や教育研究の活性化に支障がない教員組織の
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編成となるように配慮している。 

完成年度までに定年に達する者１人を配置する計画としているが、この者の任用について

は、「教職員就業規則」第 11 条第３項の規定に基づいて完成年度末までの定年延長の措置が理

事会で承認されていることから、専任教員の配置計画における支障はないものと考えている。

当該教員の後任となる教員の補充については、当該教員との引継ぎが適切に行われるように

十分に配慮しながら、計画的に採用等の活動に取組むこととしている。【資料７】 

⑨ 施設、設備等の整備計画

１ 校地、運動場の整備計画

共創デザイン学科を設置する杉並キャンパスは東京都杉並区和田に位置し、現在、校地面

積は１７，７３３．５０㎡を有している。その内訳は、校舎敷地面積が１６，４２３．５０

㎡、運動場面積が１，３１０．０㎡となっている。 

２ 校舎等施設の整備計画 

共創デザイン学科を設置する杉並キャンパスでは、現在７棟の校舎を有しており、その面

積は２４，２７４．１６㎡である。 

共創デザイン学科の設置に伴う校舎等施設の整備計画については、現在、主に第１年次生

と第２年次生が利用する建物（面積１，１０４．５０㎡）を建設中で、令和４年１１月末完

成予定である。研究室は、教員組織として計画している専任教員６人に対して共同研究室を

設け、教員毎にエリアを区切って利用する計画としている。教員が研究執務に専念できる環

境を保持するとともに、オフィスアワーに適切に対応できるようにするなど、学生の教育上

の観点からも適切な設備となるように配慮する。【資料８】 

杉並キャンパスで学部教育に必要となる主要な教室等としては、講義室１０室、演習室３

２室、実験・実習室４５室、情報処理室１室の他、教員研究室３１室、非常勤講師室、図書

館、学長室、会議室、事務室、医務室、学生相談室、学生食堂などを整備している。 

設備の整備計画については、現在、杉並キャンパスで整備している教具１，５０２点、校

具８６６点を有効的に転共用するとともに、共創デザイン学科における学生数を踏まえた

教育課程における授業科目や授業形態を実施するために必要となる新たな設備として、教

具１３４点、校具３３０点を整備することとしている。【資料９】 

３ 図書等の資料及び図書館の整備計画 

（１）図書等の資料の整備計画
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共創デザイン学科の設置を計画している杉並キャンパスの図書館では、図書等の資料

について、現在、図書１７１，１３６冊（うち外国書２１,１１２冊）を所蔵していると

ともに、学術雑誌２１１誌（うち外国雑誌５８誌。電子ジャーナル１種（外国書）を含

む。）、ビデオやＤＶＤなどの視聴覚資料２,２７４点の整備がなされている。 

一方、本学の相模原キャンパスの図書館では、図書等の資料について、現在、図書２２

０,９３５冊（うち外国書４８,９９３冊）を所蔵しているとともに、学術雑誌２６１誌

（うち外国雑誌７６誌。電子ジャーナル３種（いずれも外国書）を含む。）、ビデオやＤ

ＶＤなどの視聴覚資料３,９７８点及びオンラインデータベース２種の整備がなされて

いることから、これらを有効的に共用することとしている。 

共創デザイン学科の設置計画に伴う図書等の資料の整備計画としては、共創デザイン

学科の教育研究を行うために必要となる図書等の資料として、図書３,４９７冊（うち外

国書８４２冊）、ビデオやＤＶＤなどの視聴覚資料１０４点を新たに整備し、学術雑誌

（電子ジャーナルを含む）及びオンラインデータベースについては、現在両図書館で整

備されているものを継続して購入又は運用していくこととしている。【資料 10】 

（２）図書館の整備計画

共創デザイン学科の設置を計画している杉並キャンパスの図書館は、現在、本学の芸術

学部及び共用する女子美術大学短期大学部造形学科の収容定員計１,０２０人の約１０．

７８％に当たる１１０席の閲覧座席数を確保している。開架式書庫及び閉架式書庫、サ

ービスカウンター、レファレンスカウンター、グループ学習室、視聴覚コーナー、ブラウ

ジングコーナーなどを整備しているとともに、図書館の機能としては、情報探索用パソ

コン１４台、蔵書検索用パソコン３台、コピー機２台を設置しており、図書館システム

は、株式会社リコー製の「LIMEDIO」を導入している。 

この図書館システムにより、本学の相模原キャンパス図書館と常時専用線で接続され

ていることから、資料等を横断的に検索することが可能であり、また、国立情報学研究所

の所蔵目録の検索や他の大学図書館等との文献複写や相互貸借等のサービスを可能とし

ている。 

⑩ 管理運営

１ 教授会

教授会は、学長、専任の教授・准教授・助教で構成され、審議事項は以下のとおり規定し

ている。原則として、毎月１回定例で開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催している。 
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① 教育課程に関すること

② 主要年中行事及び日程に関すること

③ 授業科目修了の認定に関すること

④ 学生の指導及び賞罰に関すること

⑤ 入学試験に関すること

⑥ 入学、退学、休学、転学及び卒業に関すること

⑦ 各種奨学金に関すること

⑧ 実習費等に関すること

⑨ 学則その他本学の制規に関すること

⑩ 専任教員の嘱任、昇任人事を除く教員人事に関すること

⑪ その他本学に関する重要なこと

２ 教学運営会議 

教学運営会議は、女子美術大学大学院美術研究科、女子美術大学芸術学部、女子美術大学

短期大学部の教学運営（教育・研究の諸活動等）の全般の重要事項について協議、調整を行

うとともに、必要な方針を定めるために学長の下に設置されており、審議事項は①教学運営

についての提案及び方針に関する事項、②大学院研究科委員会及び両教授会への付議事項、

③学長が特に必要と認めた事項としている。

構成員は、学長、常務理事、美術研究科長、芸術学部長、併設短期大学部部長、図書館長、

美術館長、ガレリアニケ担当部長、研究所長、オープンカレッジセンター長、保健センター

長、大学教務部長、併設短期大学部教務部長、学生部長（相模原）、学生部長（杉並）、キャ

リア支援センター長、国際交流担当部長、広報担当部長、学長補佐、芸術学部各学科の学科

長、事務本部長、幹部事務職員及び学長が指名する者とし、年間10回程度開催している。 

３ 教授会以外の委員会 

学長及び芸術学部長がつかさどる教育研究に関する事項の検討や起案などのために、芸

術学部運営委員会、芸術学部入学試験運営委員会、国際交流委員会、研究支援委員会、杉

並学生支援委員会等の各種委員会を設置している。各委員会の委員は、専任の教授・准教

授・助教により構成され、各委員会の規程に基づき定期的に開催している。 

⑪ 自己点検・評価

１ 実施方法
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内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織として、全学内部質保証推進委員会を置い

ている。自己点検・評価の具体的な方法は、まず、全学内部質保証推進委員会が自己点検・

評価に係る方針・計画及び自己点検・評価項目を策定し、自己評価委員会に提示する。これ

を受けて、自己評価委員会は、自己点検の実施を自己点検委員会に付託する。自己点検委員

会は、自己評価委員会からの付託を受けて、教育研究活動等の状況について学部・研究科、

その他の組織レベルの自己点検を行う。その後、自己点検の結果（改善案の提言を含む）は

自己評価委員会に報告され、自己評価委員会は、報告された結果に基づいて自己評価を行

う。こうした学部・研究科、その他の組織レベルの自己点検・評価の結果は、全学内部質保

証推進委員会に報告される。同委員会は、その結果に基づいて大学全体を組織体として見る

全学的な観点からの自己点検・評価を行い、最終的に大学としての自己点検・評価結果とし

て取りまとめ、理事会へ報告する。 

 

２ 実施体制 

全学内部質保証推進委員会は、学長、副学長、美術研究科長、芸術学部長、併設短期大学

部部長、事務本部長及び学長が指名する者を構成員とし、学長が委員長に就く。 

自己評価委員会の構成員は、学長又は学長が指名する教員１人、図書館長、美術館長、ガ

レリアニケ担当部長、研究所長、オープンカレッジセンター長、保健センター長、大学教務

部長、併設短期大学部教務部長、学生部長（相模原）、学生部長（杉並）、キャリア支援セン

ター長、広報担当部長、国際交流担当部長、芸術学部各学科の学科長、教養研究室主任、共

通専門研究室主任、併設短期大学部各コースの主任、併設短期大学部教養研究室主任、併設

短期大学部共通専門研究室主任及び幹部事務職員とし、当委員会の統括のもとに、学部・研

究科、その他の組織レベルの自己評価を実施している。学長又は学長が指名する教員１人が

委員長に就く。 

また、自己評価委員会規程に基づく自己点検委員会は、自己評価委員会委員長が指名した

教職員をもって構成する。自己点検委員会の委員長は、委員の中から自己評価委員会委員長

が指名する。自己点検委員会委員には、芸術学部又は美術研究科の専任教員、自己点検・評

価項目に関係する部局を統括する教員役職者、事務実務に精通したグループ長職位者（専任

事務職員）が選任され、教員、事務職員それぞれの立場から意見や指摘を出して多面的に検

討できる体制をとっている。 

 

３ 結果の活用・公表及び評価項目 

本学は、自己点検・評価を教育のＰＤＣＡサイクルを実質化させる最も重要な手段ととら
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え、自己点検・評価した結果明らかになった課題を中期事業計画と年度事業計画に結び付け

ている。具体的な手続としては、自己点検・評価した結果明らかになった課題を計画に取り

込み（Ｐ）、学部・研究科、その他の組織による実行（Ｄ）ののち、計画の到達目標の達成

度合いを年二回確認（Ｃ）し、当該事業年度の翌年度５月に『事業報告書』として取りまと

め、大学ホームページで定例開示するという流れである。この仕組みにより、事業の遂行度

合いを確認しながら、改善・向上の方向性や方法を必要に応じて見直すことを可能としてい

る。年度中間時点の達成度合いの確認結果は次年度の年度事業計画につなげる課題やより

改善・向上が必要な点の特定（Ａ）に用い、年度末時点の達成度合いの確認結果は年度単位

の取りまとめとして用いているので、この一連の手続によりＰＤＣＡサイクルを稼働させ

ている。 

自己点検・評価の結果は、理事会へ『全学自己点検・評価報告書』を報告した後、大学ホ

ームページに掲載して公表している。平成20年度と同27年度に受審した認証評価の結果も

同じサイトに並列して掲載し、社会に対する責任説明を果たしている。 

芸術学部における自己点検・評価項目については、大学としての自己点検・評価の方針を

踏まえたうえで、以下の大項目を設定している。 

① 理念・目的

② 内部質保証

③ 教育研究組織

④ 教育課程・学習成果

⑤ 学生の受け入れ

⑥ 教員・教員組織

⑦ 学生支援

⑧ 教育研究等環境

⑨ 社会連携・社会貢献

⑩ 大学運営・財務

⑫ 情報の公表

１ 実施方法

学則において大学の目的及び芸術学部の学科毎の人材の養成に関する目的を定め、これ

を広く社会に公表するとともに、教育研究活動等の状況など大学に関する情報全般につい

て、大学ホームページや『大学案内』などの刊行物への掲載、その他広く一般に周知を図る

ことができる方法により提供することとしている。特に、教育上の目的に応じ学生が修得す
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べき知識及び能力に関する情報を積極的に公表することとし、その際、大学の教育力の向上

の観点から、学生がどのようなカリキュラムに基づき、何を学ぶことができるのかという観

点が明確になるよう留意することとしている。 

適正に情報を公表するため、女子美術大学・女子美術大学短期大学部情報公開規程を施行

し、これに基づいた公表体制を整備している。同規程の目的を、「女子美術大学・女子美術

大学短期大学部が有する情報の公開に関して必要な事項を定め、当該情報を公開すること

により、本学の活動に関する社会的説明責任を果たし、公正かつ透明性の高い運営を実現

し、構成員による自律的な運営及び教育研究の質の向上に資すること」とし、事務組織のグ

ループ長職位者（専任事務職員）を「情報公開責任者」に指定している。 

 

２ 実施内容 

教育研究活動等の状況に関する情報として、具体的には、①学校教育法施行規則第172 条

の２に規定する教育研究活動等の状況に係る情報、②教育職員免許法施行規則第22条の６

に規定する教員の養成の状況についての情報、③私立学校法第47条に規定する財務情報、④

シラバス、⑤大学運営上の方針等を大学ホームページに掲載している。これらの一部は、大

学ポートレートでも公表している。また、『大学案内』や『学生募集要項』などの広報媒体、

オープンキャンパス、キャンパス見学、学内外での進学相談会、高等学校の教員訪問、高等

学校での訪問授業なども、本学の各種情報を公表する有力な手段としている。 

教育に係る以下の情報は、大学ホームページに掲載して公表し、広く周知を図っている。 

① 大学の教育研究上の目的に関すること 

大学の目的及び芸術学部の学科毎の人材の養成に関する目的を公表している。 

https://www.joshibi.ac.jp/about/philosophy 

トップページ＞女子美と出会う＞教育理念 

② 教育研究上の基本組織に関すること 

芸術学部の学科を公表している。 

https://www.joshibi.ac.jp/department/college 

トップページ＞女子美がわかる＞大学芸術学部 

③ 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

教員が所属する芸術学部の学科、専任教員数並びに各教員が有する学位及び業績を

公表している。 

https://www.joshibi.ac.jp/about/president 

トップページ＞女子美と出会う＞学長・理事長・組織 
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https://www.joshibi.ac.jp/teachers 

トップページ＞女子美がわかる＞教員紹介 

④ 入学者に関する受入れ方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業

又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関す

ること 

芸術学部に係る入学者に関する受入れ方針及び入学者の数、収容定員及び在学する

学生の数、卒業した者の数並びに進学者数、就職者数、就職率、採用実績企業名、進路

決定率及び外国人留学生の進路状況を公表している。 

https://www.joshibi.ac.jp/about/philosophy 

トップページ＞女子美と出会う＞教育理念 

https://www.joshibi.ac.jp/about/president 

トップページ＞女子美と出会う＞学長・理事長・組織 

https://www.joshibi.ac.jp/campuslife/carriersupport/careeroptions 

トップページ＞女子美と出会う＞卒業後の進路 

⑤ 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

芸術学部で開設する授業科目のシラバスを公表している。 

https://www.joshibi.ac.jp/department/college 

トップページ＞女子美がわかる＞大学芸術学部 

⑥ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

芸術学部『履修の手引』において、学習の評価方法、ＧＰＡ制度、単位授与の基準、

単位認定の基準、卒業条件等を公表している。 

https://www.joshibi.ac.jp/department/college 

トップページ＞女子美がわかる＞大学芸術学部 

⑦ 校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

 校地へのアクセス・交通案内、校舎の配置や耐震化の状況、教室・学生食堂・図書

館・美術館（展示施設）等の施設・設備の配置や案内、ＣＯＶＩＤ－１９への対応等を

公表している。 

https://www.joshibi.ac.jp/access 

トップページ＞女子美と出会う＞アクセス・交通案内 

https://www.joshibi.ac.jp/campuslife 

トップページ＞女子美と出会う＞学生生活・進路・就職 

https://www.joshibi.ac.jp/about/president 
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トップページ＞女子美と出会う＞学長・理事長・組織

https://www.joshibi.ac.jp/COVID-19 

新型コロナウイルス感染症に関する対応について（特設サイト） 

⑧ 授業料、入学金その他の大学が徴収する費用に関すること

授業料、入学金その他の大学が徴収する費用及び学生宿舎・学生会館の住居費に関

する事項を公表している。 

https://www.joshibi.ac.jp/admission 

トップページ＞女子美を受ける＞大学芸術学部の入試

https://www.joshibi.ac.jp/campuslife 

トップページ＞女子美と出会う＞学生生活・進路・就職

⑨ 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

奨学金制度、宿舎・下宿サポート、保健センター（学生相談室、医務室）、学外施設・

サービス割引利用制度、在学生・卒業生への奨励制度、外国人留学生向け情報、学籍異

動の手続方法、キャリア支援に関する情報等を公表している。 

https://www.joshibi.ac.jp/campuslife 

トップページ＞女子美と出会う＞学生生活・進路・就職

⑩ 教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報

学位授与の方針、カリキュラムマップ、カリキュラムツリーを公表している。

https://www.joshibi.ac.jp/about/philosophy

トップページ＞女子美と出会う＞教育理念

⑪ 学則等各種規程

学則、学生懲戒に関する規程及びコンプライアンスに係る諸規程を公表している。

https://www.joshibi.ac.jp/about/report/bylaw

トップページ＞サイトマップ＞在学生の方へ

⑫ 自己点検・評価報告書、認証評価の結果

自己点検・評価報告書及び認証評価の結果を公表している。

https://www.joshibi.ac.jp/about

トップページ＞サイトマップ＞女子美について

⑬ 教育内容等の改善を図るための組織的な研修等

１ 授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修

（１）実施体制

－設置等の趣旨（本文）－22－
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教員を対象とする、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な取組みについて

は、「ＦＤ委員会規程」を制定している。当該規程に基づき、学長、常務理事、専任教員、

教学事務部長等で構成される「ＦＤ委員会」を設置し、授業内容及び方法の改善・向上を

目的とした計画の立案と実施の推進を図ることとしている。【資料11】 

（２）実施内容 

授業の内容及び方法の改善を図るために、主に以下に掲げる項目に取組む計画として

いる。 

① 教育課程編成・実施の方針に基づき、シラバスの記載項目、内容、方法などの適切

性等を検証する（年１回）。 

② 学生による授業評価アンケート調査を実施する（年２回）。 

③ 教員相互の公開授業を実施し、他の教員の授業を参観する（年２回）。 

④ 海外の大学の教育現場から知見を得て、自らのあるいは組織的な教育研究に還元

するために、学術交流協定大学における学生の短期留学を引率する（年２～３回）。 

 

２ 大学職員に必要な知識・技能を習得させ、及び必要な能力及び資質を向上させるための研

修等 

（１）実施体制 

大学職員の研修等の取組みは、教員、大学執行部及び事務職員を対象として、大学等の

教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図ることを目的とする。これを実現するため

に、知識・技能の習得及び能力・資質の向上のための活動を推進することとしている。教

員等に対する研修等はＦＤ委員会が中心となって運営し、ＦＤ委員会が主催する研修等

には事務職員も積極的に参加することとする。事務職員に対する研修等は、総務企画部

が中心となって企画・実施する。なお、現在、技術職員等は雇用していない。 

（２）実施内容 

事務職員に対する研修等の活動については、以下に掲げる内容により実施する計画と

している。 

① 大学等の管理運営及び教育研究支援に必要な知識及び技能を身に付け、能力及び

資質の向上を図るための研修（年３回） 

② リーダーシップ能力、マネジメント能力、知識・技能、業務処理能力等の向上を図

るための研修（年２回） 

③ スキルアップに役立つ資格取得（随時希望者募集） 
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なお、研修会等については、外部団体が主催して行う「学外研修会等」と大学等が独自

に企画して開催する「学内研修会等」に大別し、さらに、これら学内外の研修会等を次の

とおり区分して実施することとしている。 

① 階層別：新任事務職員、中堅事務職員、指導的事務職員など、経験や役職（職階）

に応じて必要な知識を得るための研修会等 

② 目的別：特定の知識・技能を修得するための研修会等

③ 業務別：業務毎の質的向上や改善等に役立つための研修会等

④ 個 別：事務職員個々が自主的に自己啓発、スキルアップ等を図るための研修会

等 

⑭ 社会的・職業的自立に関する指導等及び体制

１ 教育課程内の取組み

「学部共通科目」は、職業生活や社会生活でも必要となる幅広く深い教養と総合的な判断

力、豊かな人間性、汎用的な技能及び芸術学分野の基礎的な知識と能力を身に付けることを

目的としており、「学部共通科目」全体を通して、社会的・職業的自立を図るために必要な

基礎的な知識や技能と態度を習得することとしている。 

特に、「学部共通科目」に配置している「キャリア形成Ａ～Ｄ」及び「インターンシップ

１～４」を教育課程内における社会的・職業的自立に関する中心的な科目として位置付けて

いる。これらの授業科目は、職業人が果たす役割と責任や自覚と態度を身に付けるととも

に、職業現場への興味と関心及び自らの職業選択に対する意識の涵養を図ることを目的と

している。教育課程内の取組みにおける組織体制としては、芸術学部運営委員会を設置し、

芸術学部長、キャリア支援センター長、芸術学部各学科の学科長、各学科内の専攻・領域の

主任教員等で構成する。キャリア支援センター長は教員の中から任用され、進路・就職支援

における全学的な取組みに関して企画・立案を行うとともに、同委員会で提案された進路・

就職支援に関する取組みの推進役となる。 

２ 教育課程外の取組み 

社会的・職業的自立を図るための教育課程外の取組みとしては、キャリア支援年間計画に

基づき、職業興味検査、業界研究セミナーなどの実施により職業観の涵養を図るとともに、

各種資格取得講座、キャリア支援講座、就職試験対策講座等により職業及び就職に関する知

識や技能の習得を図ることとしている。 
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また、個別カウンセリング、各種仕事に関するガイダンスなどの進路・就職指導及び相談

に加えて、企業等採用説明会、ポートフォリオ（授業内外での芸術活動や制作作品をまとめ

た作品集）対策講座やポートフォリオ添削指導など就職志望者に対する取組みを行うこと

としている。教育課程外の取組みにおける組織体制としては、キャリア支援センターが担当

することとしている。 
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10 

11 

－設置等の趣旨（資料）－1－

設
置
の
趣
旨
等
を
記
載
し
た
書
類　

資
料
目
次

３

４

５



－設置等の趣旨（資料）－2－

資
料
１　

学
校
法
人
女
子
美
術
大
学　

設
置
認
可
等
に
関
わ
る
組
織
の
移
行
表



567 554 561

866 666

48

56

55 115

－設置等の趣旨（資料）－3－

資
料
２　

女
子
美
術
大
学
芸
術
学
部
に
お
け
る
過
去
４
年
間
の
就
職
率
等
の
状
況



Copyright(C) 2019 SHIMADZU RIKA CORPORATION  All Rights Reserved.

－設置等の趣旨（資料）－4－

資
料
３　

女
子
美
術
大
学
共
創
デ
ザ
イ
ン
学
科
（
仮
称
）
進
学
需
要
等
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
報
告
書
（
抜
粋
版
）



－設置等の趣旨（資料）－5－



－設置等の趣旨（資料）－6－



－設置等の趣旨（資料）－7－



－設置等の趣旨（資料）－8－



－設置等の趣旨（資料）－9－



－設置等の趣旨（資料）－10－



－設置等の趣旨（資料）－11－



－設置等の趣旨（資料）－12－



－設置等の趣旨（資料）－13－



－設置等の趣旨（資料）－14－



－設置等の趣旨（資料）－15－



－設置等の趣旨（資料）－16－



－設置等の趣旨（資料）－17－



－設置等の趣旨（資料）－18－



－設置等の趣旨（資料）－19－



－設置等の趣旨（資料）－20－

資
料
４　

共
創
デ
ザ
イ
ン
学
科
に
お
け
る
学
位
授
与
の
方
針
、
教
育
課
程
編
成
・
実
施
の
方
針
及
び
授
業
科
目
配
置
の
関
係
図



－設置等の趣旨（資料）－21－

資
料
５　

共
創
デ
ザ
イ
ン
学
科
履
修
モ
デ
ル



－設置等の趣旨（資料）－22－



－設置等の趣旨（資料）－23－



授業科目「産官学連携実践」における実習施設名、所在地及び受入れ可能人数一覧

No. 実習施設名 所在地
受入れ

可能人数

1 アクセンチュア株式会社
東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル
「アクセンチュア インタラクティブ スタジオ東京」
内 FJORD TOKYO

10人

2 アサヒ飲料株式会社研究開発本部技術研究所 茨城県守谷市緑1-1-21 5人

3 株式会社スマイルズ 東京都目黒区中目黒1-10-23 シティホームズ中目黒203 5人

4 株式会社ロフトワーク 東京都渋谷区道玄坂 1-22-7 道玄坂ピア 8F/9F/10F 5人

5 公益財団法人日本デザイン振興会（JDP） 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階 5人

6 株式会社放電精密加工研究所
神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6 イノテックビル11
Ｆ

10人

7 マイクロテック・ラボラトリー株式会社 神奈川県相模原市南区上鶴間本町8丁目1-46 5人

8 株式会社スリーハイ 神奈川県横浜市都筑区東山田 4-42-16 3人

9 株式会社ＭＥＭＯテクノス 神奈川県相模原市南区大野台1-5-2 2人

10 株式会社ニフコ 神奈川県横須賀市光の丘5-3 5人

計 55人

【資料６】
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学生の確保の見通し等を記載した書類 

（１）学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況 

① 学生の確保の見通し

ア 定員充足の見込み

１ 入学定員設定の考え方 

入学定員設定の考え方は、設置を計画している共創デザイン学科の基礎となる

デザイン・工芸学科における最近の志願者状況等を踏まえるとともに、本学への進

学実績を有する高等学校を中心とする共創デザイン学科設置の初年度に受験対象

者となる高等学校２年生の女子に対する「進学需要に関するアンケート調査」（以

下「進学需要調査」という。）及び企業等に対する「人材需要に関するアンケート

調査」（以下「人材需要調査」という。）の結果などを総合的に勘案したうえで、入

学定員を６０人としている。 

イ 定員充足の根拠となる客観的なデータの概要

１ 基礎となる学科の志願者数等の状況【資料１】 

共創デザイン学科の基礎となるデザイン・工芸学科の最近４年間の志願者数は、

入学定員２２０人に対して、平成３１年度７８０人、令和２年度７８７人、令和３

年度６０５人、令和４年度７４６人と安定した志願者数の確保を維持しており、最

近４年間の平均志願者数は７３０人、入学定員に対する志願者数の平均倍率は約

３．３１倍、実質的な競争倍率である合格者数に対する受験者数の平均倍率は約１．

４４倍となっている。 

共創デザイン学科の設置計画においては、既設のデザイン・工芸学科における最

近の志願者状況等を踏まえたうえで、デザイン・工芸学科の中で展開してきたデザ

インに関する教育内容を基礎として、学部教育の多様な展開を図り、特色ある教育

の実現に向けた充実した教育内容として設置することから、十分な志願者数を見

込むことができるものと考えている。 

２ 進学実績のある高等学校等に対する進学需要調査結果【資料２】【資料５】【資料

７】 

今般の共創デザイン学科の設置計画は、基礎となるデザイン・工芸学科の最近の

志願者状況等を踏まえたうえで計画していることから、十分な学生確保が見込め
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るものであるが、設置計画を策定するに当たり、学生確保の見通しを計量的な数値

から確認することを目的として、本学への進学実績を有する高等学校を中心とす

る共創デザイン学科設置の初年度に受験対象者となる高等学校２年生の女子に対

する進学需要調査を実施した。 

進学需要調査の結果、共創デザイン学科への興味・関心については、回答者数２，

０１３人の約５４．７４％に当たる１，１０２人が「興味・関心がある」と回答し

ており、共創デザイン学科の受験希望については、回答者数２，０１３人の約９．

５４％に当たる１９２人が「受験を希望する」と回答していることから、共創デザ

イン学科への興味・関心及び受験意向の高さをうかがうことができる。

また、共創デザイン学科への進学意向については、共創デザイン学科の「受験を

希望する」と回答した者のうち、共創デザイン学科に合格した場合、「進学を希望

する」と回答した者は、回答者数１９２人の約４５．８３％に当たる８８人、「併

願大学の結果によって入学する」と回答した者は、回答者数１９２人の約５１．５

６％に当たる９９人となっており、共創デザイン学科への進学意向の高さをうか

がうことができる。 

このように、本学への進学実績を有する高等学校を中心とする一部の高等学校

の２年生の女子に限定した調査結果においても、共創デザイン学科への進学意向

の高さがうかがえることから、共創デザイン学科を設置した場合においても、十分

な志願者数及び入学者数の確保を見込むことができるものと考えられる。 

ウ 学生納付金の設定の考え方【資料３】

学生納付金については、大学及び学部運営に係る財務的な視点と学生納付金の

学生への還元など受益者に対する説明責任の観点を踏まえるとともに、想定され

る競合校（武蔵野美術大学造形構想学部クリエイティブイノベーション学科、多摩

美術大学美術学部統合デザイン学科）の学生納付金の設定状況を勘案したうえで、

完成年度における教育研究経費比率や経営経費依存率を見極めつつ、大学及び学

部の運営上における人件費及び教育研究や管理運営に係る経常経費等の財務予測

による金額として設定している。 

② 学生確保に向けた具体的な取組状況

学生確保に向けた具体的な取組状況としては、大学案内や学生募集用パンフレッ

トの配布をはじめ、高等学校生徒向けの一般広報 WEB 媒体を中心とした広報活動の
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他、ホームページやＳＮＳ等の電子媒体など多数のメディアを使用したＰＲ活動を

行うとともに、特に入学実績のある美術系高等学校や女子高等学校などに対しては、

高等学校訪問等を通し、共創デザイン学科についての詳細や情報提供を丁寧に行う

こととしている。 

また、オープンキャンパスや体験型ワークショップイベントをはじめ、各地域にお

ける会場型学外進学相談会や高等学校内での出張授業等の開催を通じて、共創デザ

イン学科における学位授与方針・教育課程の編成・実施方針・学生の受け入れ方針を

はじめとする様々な教育情報について、高等学校生徒や保護者、高等学校教諭、予備

校教員に対して広く周知を図ることとしている。 

加えて、共創デザイン学科の教育内容をはじめとする教育情報の詳細かつ丁寧な

情報提供を目指すことから、特に、受験生に対して養成する人材及び習得する知識や

能力に応じた履修モデルなどを提示することにより、卒業後の進路や自己の学習目

標に沿った科目履修の可視化を可能とすることで、共創デザイン学科の教育内容に

対する理解を促すこととしている。 

そのうえで、募集活動については、これまで芸術学部において重点的に行ってきた、

高等学校訪問による高等学校教員とのパイプ醸成や高等学校内ガイダンスや出張授

業による受験生との対面広報等を中心とする、「人」と「人」との直接広報を更に強

化していく。 

また、従来の美術・デザイン系を志望する美大受験生層のみならず、経営やビジネ

ス等に興味を持っている一般総合大学受験生層への広報展開にも取り組み、新たな

受験生層からの入学者の確保も目指すこととする。 

（２）人材需要の動向等社会の要請 

① 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要）

１ 人材の養成に関する目的 

共創デザイン学科では、伝達や用途などの目的や機能を考え、デザインする能力を

身に付け、顧客や消費者をはじめとする多様な立場の人々と協働して、商品やサービ

スの価値を「共」に「創り」上げることのできる能力を備えた人材を養成することと

している。 

具体的には、共創デザイン学科では、伝達や用途などの目的や機能を考え、デザイ

ンする創出力、デザインの理論や手法を活用した発想や構想と課題の解決に向けて

デザイン手法を運用する主体性・開拓力、デザインやデザイン手法に関する知識と能
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力を統合し、他者と共に商品やサービスの価値の創造に取組むことができる実装力

と柔靭性を身に付けることとしている。 

２ 教育研究上の目的 

共創デザイン学科では、組織として研究対象とする中心的な学問分野を「美術分野」

として、デザインを創造するための基礎的・基本的な知識と能力を習得させ、デザイ

ンの理論や手法を活用し、デザインの諸活動を主体的・合理的かつ共創的に行い、デ

ザインによる地域や産業の振興を図るための創造的な能力と実践的な姿勢を育成す

ることを教育研究上の目的（教育目標に相当）としている。 

② 上記①が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な

根拠

１ 共創デザイン学科を設置する芸術学部の求人件数等の状況【資料４】 

共創デザイン学科を設置する芸術学部における最近４年間の求人件数は、平成２

９年度は就職希望者３５１人に対して、求人件数１,２０９件で求人倍率は約３．４

４倍、平成３０年度は就職希望者３６２人に対して、求人件数１，０３０件で求人倍

率は約２．８５倍、令和元年度は就職希望者３４８人に対して、求人件数８６６件で

求人倍率は約２．４９倍、令和２年度は就職希望者３４３人に対して、求人件数６６

６件で求人倍率は約１．９４倍となっており、昨今の就職難の状況下においても大き

な影響を受けることなく、多数の求人件数を得ている。なお、令和２年度の求人件数

については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による社会経済活動への影響を

反映して下落したと考えられる。 

また、共創デザイン学科を設置する芸術学部における最近４年間の就職実績は、平

成２９年度は就職希望者３５１人に対して就職者数３１３人で就職率は約８９．１

７％、平成３０年度は就職希望者３６２人に対して就職者数３２７人で就職率は約

９０．３３％、令和元年度は就職希望者３４８人に対して就職者数３１９人で就職率

は約９１．６７％、令和２年度は就職希望者３４３人に対して就職者数２４１人で就

職率は約７０．２６％となっており、高い就職率で推移している。なお、令和２年度

の就職率については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による社会経済活動へ

の影響を反映して下落したと考えられる。 

以上のことは、共創デザイン学科を設置する芸術学部における人材の養成に関す

る目的その他の教育研究上の目的が、社会的、地域的な人材需要の動向等社会の要請

－学生確保（本文）－5－

②　

上
記
①
が
社
会
的
、
地
域
的
な
人
材
需
要
の
動
向
等
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
客
観
的
な
根
拠



を踏まえたものであることの裏付けとなるものであり、今般の共創デザイン学科の

設置計画においては、社会環境の変化や地域社会の要請を踏まえるとともに、芸術学

部のデザイン分野における卒業生の進路や卒業生を受け入れる側の需要を十分に勘

案したうえで、デザインによる地域や産業の振興を図るための創造的な能力と実践

的な姿勢を育成することを目的とした教育組織として設置することから、社会的、地

域的な人材需要の動向等を踏まえたものであると考える。 

 

２ 採用実績のある企業等に対する人材需要調査結果【資料２】【資料６】【資料７】 

今般の共創デザイン学科の設置計画を策定するうえで、共創デザイン学科の人材の

養成に関する目的その他の教育研究上の目的が、人材需要の動向等社会の要請を踏ま

えたものであることを客観的根拠となるデータから検証することを目的として、本学

への求人実績や卒業生の採用実績があるデザイン関連企業やデザイン関連部門等を

有する企業等を対象として、共創デザイン学科の卒業生に対する人材需要調査を実施

した。 

その結果、人材の採用見込みについては、有効回答数７６件の約６８．４２％に当

たる５２件が「増加すると思う」と回答していることから、本学への求人実績や卒業

生の採用実績があるデザイン関連企業やデザイン関連部門等を有する企業等におい

ては、一定程度の人材需要を見込むことができるものと考えられる。 

また、共創デザイン学科の社会的な必要性については、有効回答数７６件の約９７．

３７％に当たる７４件が「必要性を感じる」と回答しており、共創デザイン学科で養

成する人材については、有効回答数７６件の約９８．６８％に当たる７５件が「必要

性を感じる」と回答していることから、共創デザイン学科の社会的な必要性及び共創

デザイン学科で養成する人材の必要性の高さをうかがうことができる。 

また、共創デザイン学科で学んだ卒業生に対する採用意向については、有効回答数

７６件の約８５．５３％に当たる６５件が「採用したいと思う」と回答しているとと

もに、共創デザイン学科で学んだ卒業生を「採用したいと思う」と回答した企業等の

採用人数については、「１人」と回答した企業等が１０件、「３人以上」と回答した企

業等が４件、「人数は未定」と回答した企業等が５０件となっている。 

なお、「３人以上」と回答した企業等の採用人数を３人とし、「人数は未定」と回答

した企業等の採用人数を１人として、これらの採用人数を合計すると７２人となり、

この採用人数からも、共創デザイン学科で学んだ卒業生に対する採用意向の高さを

うかがうことができる結果となっている。 
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このような本学への求人実績や卒業生の採用実績がある一部のデザイン関連企業

やデザイン関連部門等を有する企業等に限定した調査結果においても、共創デザイ

ン学科で学んだ卒業生への採用意向の高さがうかがえる結果となっていることから、

卒業後の進路については十分な見通しがあると考えられる。 
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